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議案第 ８７号参考資料

川口市選挙運動費用の公費負担に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市選挙運動費用の公費負担に関する条例（平成５年条例第７号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（選挙運動用自動車の使用の公費の支払） （選挙運動用自動車の使用の公費の支払）

第４条 市は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が同条の契約に 第４条 市は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が同条の契約に

基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者（以下 基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者（以下

「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。）に支払うべき金額のうち、次の 「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。）に支払うべき金額のうち、次の

各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、第２条ただし書に規定する要 各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、第２条ただし書に規定する要

件に該当する場合に限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基 件に該当する場合に限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基

づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し支払う。 づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し支払う。

(1) （略） (1) （略）

(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、そ (2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、そ

れぞれに定める金額 れぞれに定める金額

ア 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約（以下「自動車借入れ契約」と ア 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約（以下「自動車借入れ契約」と

いう。）である場合 当該選挙運動用自動車（同一の日において自動車借入 いう。）である場合 当該選挙運動用自動車（同一の日において自動車借入

れ契約により２台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補 れ契約により２台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補

者が指定するいずれか１台の選挙運動用自動車に限る。）のそれぞれにつき、 者が指定するいずれか１台の選挙運動用自動車に限る。）のそれぞれにつき、

選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき 選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき

金額（当該金額が１６，１００円を超える場合には、１６，１００円）の合 金額（当該金額が１５，８００円を超える場合には、１５，８００円）の合

計金額 計金額

イ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該 イ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該

契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金（当該選挙運動用 契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金（当該選挙運動用

自動車（これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。）が既に前 自動車（これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。）が既に前

条の規定による届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、 条の規定による届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、

７，７００円に当該候補者につき法第８６条の４第１項、第２項、第５項、 ７，５６０円に当該候補者につき法第８６条の４第１項、第２項、第５項、

第６項又は第８項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日 第６項又は第８項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日
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の前日（法第１００条第４項の規定により投票を行わないこととなったとき の前日（法第１００条第４項の規定により投票を行わないこととなったとき

は、その事由が生じた日。第６条において同じ。）までの日数から前号の契 は、その事由が生じた日。第６条において同じ。）までの日数から前号の契

約が締結されている日数を除いた日数を乗じて得た金額に達するまでの部分 約が締結されている日数を除いた日数を乗じて得た金額に達するまでの部分

の金額であることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの の金額であることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの

申請に基づき、委員会が確認したものに限る。） 申請に基づき、委員会が確認したものに限る。）

ウ （略） ウ （略）

（選挙運動用ビラの作成の公費の支払） （選挙運動用ビラの作成の公費の支払）

第９条 市は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が同条の契約に 第９条 市は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が同条の契約に

基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、 基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、

当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの１枚当たりの作成単価（当該作成 当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの１枚当たりの作成単価（当該作成

単価が、７円７３銭を超える場合には、７円７３銭）に当該選挙運動用ビラの作 単価が、７円５１銭を超える場合には、７円５１銭）に当該選挙運動用ビラの作

成枚数（当該候補者を通じて法第１４２条第１項第６号に定める枚数の範囲内の 成枚数（当該候補者を通じて法第１４２条第１項第６号に定める枚数の範囲内の

ものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に ものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に

基づき、委員会が確認したものに限る。）を乗じて得た金額を、第７条後段にお 基づき、委員会が確認したものに限る。）を乗じて得た金額を、第７条後段にお

いて準用する第２条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの いて準用する第２条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの

作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払 作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払

う。 う。

（選挙運動用ビラの作成の公費負担の限度額） （選挙運動用ビラの作成の公費負担の限度額）

第１０条 第７条の規定により選挙運動用ビラを作成する場合の公費負担の限度額 第１０条 第７条の規定により選挙運動用ビラを作成する場合の公費負担の限度額

は、候補者１人について、７円７３銭に選挙運動用ビラの作成枚数（当該作成枚 は、候補者１人について、７円５１銭に選挙運動用ビラの作成枚数（当該作成枚

数が、法第１４２条第１項第６号に定める枚数を超える場合には、同号に定める 数が、法第１４２条第１項第６号に定める枚数を超える場合には、同号に定める

枚数）を乗じて得た金額とする。 枚数）を乗じて得た金額とする。

（選挙運動用ポスターの作成の公費の支払） （選挙運動用ポスターの作成の公費の支払）

第１３条 市は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が同条の契約 第１３条 市は、候補者（前条の規定による届出をした者に限る。）が同条の契約

に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額 に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額

のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの１枚当たりの作成単 のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの１枚当たりの作成単

価（当該作成単価が、２８円３５銭に当該選挙が行われる区域におけるポスター 価（当該作成単価が、２７円５０銭に当該選挙が行われる区域におけるポスター

掲示場の数から５００を減じた数を乗じて得た金額に５８６，９０５円を加えた 掲示場の数から５００を減じた数を乗じて得た金額に５７３，０３０円を加えた
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金額を当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数で除して得た金額（ 金額を当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数で除して得た金額（

１円未満の端数がある場合には、その端数は、１円とする。以下「単価の限度額 １円未満の端数がある場合には、その端数は、１円とする。以下「単価の限度額

」という。）を超える場合には、当該単価の限度額）に当該選挙運動用ポスター 」という。）を超える場合には、当該単価の限度額）に当該選挙運動用ポスター

の作成枚数（当該候補者を通じて当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示 の作成枚数（当該候補者を通じて当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示

場の数に１．２を乗じて得た数（１未満の端数がある場合には、その端数は、１ 場の数に１．２を乗じて得た数（１未満の端数がある場合には、その端数は、１

とする。次条において同じ。）の範囲内のものであることにつき、委員会が定め とする。次条において同じ。）の範囲内のものであることにつき、委員会が定め

るところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。 るところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。

）を乗じて得た金額を、第１１条後段において準用する第２条ただし書に規定す ）を乗じて得た金額を、第１１条後段において準用する第２条ただし書に規定す

る要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基 る要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基

づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。 づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。

（委任） （委任）

第１５条 この条例に定める もののほか、第４条、第９条及び第１３条の支払の 第１５条 この条例に規定するもののほか、第４条、第９条及び第１３条の支払の

請求の手続その他第２条、第７条及び第１１条の規定の適用に関し必要な事項は、 請求の手続その他第２条、第７条及び第１１条の規定の適用に関し必要な事項は、

委員会が定める。 委員会が定める。

附 則 附 則

１・２ （略） １・２ （略）

（鳩ヶ谷市の編入に伴う特例）

３ 鳩ヶ谷市の編入に伴い、市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年法律第

５９号）第８条第３項の規定の適用を受ける川口市議会議員の選挙における第１

３条及び第１４条の規定の適用については、第１３条中「２６円７３銭」とある

のは「４６２円８８銭」と、「当該選挙が行われる区域」とあるのは「編入前の

鳩ヶ谷市の区域」と、「ポスター掲示場の数から５００を減じた数を乗じて得た

金額に５５７，１１５円」とあるのは「ポスター掲示場の数を乗じて得た金額に

２５７，５００円」と、「１．２を」とあるのは「１．１を」と、第１４条中「

当該選挙が行われる区域」とあるのは「編入前の鳩ヶ谷市の区域」と、「１．２

を」とあるのは「１．１を」とする。
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議案第 ８８号参考資料

川口市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例案新旧対照表

○ 川口市職員の定年等に関する条例（昭和５９年条例第７号）（第１条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

目次

第１章 総則（第１条）

第２章 定年制度（第２条―第５条）

第３章 管理監督職勤務上限年齢制（第６条―第１１条）

第４章 定年前再任用短時間勤務制（第１２条・第１３条）

第５章 雑則（第１４条）

附則

第１章 総則

（趣旨） （趣旨）

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」とい 第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の２第

う。）第２２条の４第１項及び第２項、第２２条の５第１項、第２８条の２、第 １項から第３項まで及び第２８条の３

２８条の５、第２８条の６第１項から第３項まで並びに第２８条の７の規定に基 の規定に基

づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。 づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

第２章 定年制度

（定年） （定年）

第３条 職員の定年は、年齢６５年とする。 第３条 職員の定年は、年齢６０年とする。ただし、医師及び歯科医師の定年は、

年齢６５年とする。

（定年による退職の特例） （定年による退職の特例）

第４条 任命権者は、定年に達した職員が第２条の規定により退職すべきこととな 第４条 任命権者は、定年に達した職員が第２条の規定により退職すべきこととな

る場合において、次に掲げる事由がある と認めるときは、同条の規定に る場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その

かかわらず、当該職員に係る定年退職日の翌日から起算して１年を超えない範囲 職員に係る定年退職日の翌日から起算して１年を超えない範囲

内で期限を定め、当該職員を当該定年退職日において従事している職務に従事さ 内で期限を定め、その職員を当該 職務に従事さ
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せるため、引き続き勤務させることができる。 せるため引き続いて勤務させることができる。

(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職 (1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、その職

員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい 員に退職により 公務の運営に著しい

支障が生ずること。 支障が生ずるとき。

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の (2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の

退職による欠員を容易に補充することができず公務の運営に著しい支障が生ず 退職による欠員を容易に補充することができないとき

ること。 。

(3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事 (3) 当該職務を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害となる特別の事

情があるため、当該職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずること。 情があるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。

２ 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場 ２ 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場

合において、前項各号に掲げる事由が引き続きある と認めるときは、これらの 合において、前項の事由 が引き続き存すると認めるときは、市長の承

期限の翌日から起算して１年を超えない範囲内で期限を延長することができる。 認を得て、 １年を超えない範囲内で期限を延長することができる。

ただし、当該期限は、当該職員に係る定年退職日の翌日から起算して３年を超え ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して３年を超え

ることができない。 ることができない。

３ 任命権者は、第１項の規定により職員を引き続き 勤務させる場合又は前項の ３ 任命権者は、第１項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合又は前項の

規定により期限を延長する場合には、当該職員の同意を得なければならない。 規定により期限を延長する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

４ 任命権者は、第１項の規定により引き続き勤務することとされた職員及び第２ ４ 任命権者は

項の規定により期限が延長された職員について、第１項の期限又は第２項の規定 、第１項の期限又は第２項の規定

により延長された期限が到来する前に第１項各号に掲げる事由がなくなったと認 により延長された期限が到来する前に第１項の事由が存しなくなった と認

めるときは、当該職員の同意を得て、期日を定めて当該期限を繰り上げるものと めるときは、当該職員の同意を得て、期日を定めてその期限を繰り上げて退職さ

する 。 せることができる。

５ 前各項の規定を実施するために必要な手続は、市長が別に定める。

第３章 管理監督職勤務上限年齢制

（管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職）

第６条 法第２８条の２第１項に規定する条例で定める職は、次に掲げる職（医師

及び歯科医師が占める職を除く。）とする。

(1) 川口市職員の給与に関する条例（昭和２６年条例第１７号）第１０条の２第

１項の規定により管理職手当を支給される職員の職

(2) 川口市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和４１年
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条例第６２号）第４条の規定により管理職手当を支給される職員の職

(3) 川口市学校職員の給与等に関する条例（昭和４４年条例第１６号）第３条の

規定により県費負担に係る学校職員の例により管理職手当を支給される職員の

職

(4) 川口市医療センター企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（平成１８

年条例第３３号）第６条の規定により管理職手当を支給される職員の職

（管理監督職勤務上限年齢）

第７条 法第２８条の２第１項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢６０年とする。

（他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準）

第８条 任命権者は、法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等（以下こ

の章において「他の職への降任等」という。）を行うに当たっては、法第１３条、

第１５条、第２３条の３、第２７条第１項及び第５６条に定めるもののほか、次

に掲げる基準を遵守しなければならない。

(1) 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、降任又

は転任（降給を伴う転任に限る。）（以下この条において「降任等」という。

）をしようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る法第１５条の２

第１項第５号に規定する標準職務遂行能力及び当該降任等をしようとする職に

ついての適性を有すると認められる職に、降任等をすること。

(2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職（第６条に規定する職

をいう。以下この章において同じ。）以外の職のうちできる限り上位の職制上

の段階に属する職に、降任等をすること。

(3) 当該職員の他の職への降任等をする際に、当該職員が占めていた管理監督職

が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職

員（以下この号において「上位職職員」という。）の他の職への降任等もする

場合には、第１号に掲げる基準に従った上での状況その他の事情を考慮してや

むを得ないと認められる場合を除き、上位職職員の降任等をした職が属する職

制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階

に属する職に、降任等をすること。

（管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例）

第９条 任命権者は、他の職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、
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次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動

期間（当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日

以後における最初の４月１日までの間をいう。以下この章において同じ。）の末

日の翌日から起算して１年を超えない期間内（当該期間内に定年退職日がある職

員にあっては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内）で当該

異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を

占めたまま勤務をさせることができる。

(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、当該職

員の他の職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず公務の

運営に著しい支障が生ずること。

(2) 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の

他の職への降任等による欠員を容易に補充することができず公務の運営に著し

い支障が生ずること。

(3) 当該職務を担当する者の交替が当該業務の遂行上重大な障害となる特別の事

情があるため、当該職員の他の職への降任等により公務の運営に著しい支障が

生ずること。

２ 任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間（これらの規定により延長

された期間を含む。）が延長された管理監督職を占める職員について、前項各号

に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、延長された当該異動期間の末日の

翌日から起算して１年を超えない期間内（当該期間内に定年退職日がある職員に

あっては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内）

で延長された当該異動期間を更に延長することができる。ただし、更に延長され

る当該異動期間の末日は、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の

翌日から起算して３年を超えることができない。

（異動期間の延長等に係る職員の同意）

第１０条 任命権者は、前条の規定により異動期間を延長する場合には、あらかじ

め職員の同意を得なければならない。

（異動期間の延長事由が消滅した場合の措置）

第１１条 任命権者は、第９条の規定により異動期間を延長した場合において、当

該異動期間の末日の到来前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の
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職への降任等をするものとする。

第４章 定年前再任用短時間勤務制

（定年前再任用短時間勤務職員の任用）

第１２条 任命権者は、年齢６０年に達した日以後に退職（臨時的に任用される職

員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場

合を除く。）をした者（以下この条及び次条において「年齢６０年以上退職者」

という。）を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、

短時間勤務の職（法第２２条の４第１項に規定する短時間勤務の職をいう。以下

この条及び次条において同じ。）に採用することができる。ただし、年齢６０年

以上退職者がその者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日

（短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間

勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における定年退職日をいう。）

を経過した者であるときは、この限りでない。

第１３条 任命権者は、前条本文の規定によるほか、市の加入する地方公共団体の

組合の年齢６０年以上退職者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基

づく選考により、短時間勤務の職に採用することができる。

２ 前項の場合においては、前条ただし書の規定を準用する。

第５章 雑則

（委任）

第１４条 この条例に定めるもののほか、職員の定年等の実施に関し必要な事項は、

規則で定める。

附 則 附 則

１ （略） １ （略）

（経過措置）

２ 第４条の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律（昭和５６年法律第９２

号。以下「改正法」という。）附則第３条の規定により職員が退職すべきことと

なる場合について準用する。この場合において、第４条第１項中「第２条」とあ

るのは「地方公務員法の一部を改正する法律（昭和５６年法律第９２号）附則第

３条」と、同項及び同条第２項中「その職員に係る定年退職日」とあるのは「昭

和６０年３月３１日」と読み替えるものとする。

-8-



（定年に関する特例）

２ 令和５年４月１日から令和１３年３月３１日までの間における第３条の規定の

適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中「６５年」と

あるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和５年４月１日から令和７年３月３１日まで ６１年

令和７年４月１日から令和９年３月３１日まで ６２年

令和９年４月１日から令和１１年３月３１日まで ６３年

令和１１年４月１日から令和１３年３月３１日まで ６４年

３ 前項の規定は、医師及び歯科医師については、適用しない。

（定年の引上げに伴う定年による退職の特例に関する経過措置）

４ 令和５年４月１日から令和１１年３月３１日までの間における第４条の規定の

適用については、同条第１項中「できる」とあるのは「できる。ただし、第９条

の規定により異動期間（同条第１項に規定する異動期間をいう。以下この条にお

いて同じ。）（第９条の規定により延長された異動期間を含む。）を延長した職

員であって、定年退職日において管理監督職（第６条に規定する職をいう。以下

この条において同じ。）を占めている職員については、第９条の規定により当該

異動期間を延長した場合に限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管

理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して３年を超えることができない

」と、同条第２項ただし書中「定年退職日」とあるのは「定年退職日（同項ただ

し書に規定する職員にあっては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期

間の末日）」とする。

（情報の提供及び勤務の意思の確認）

５ 任命権者は、当分の間、職員（臨時的に任用される職員その他の法律により任

期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下この項において同じ。）

が年齢６０年に達する日の属する年度の前年度（以下この項において「情報の提

供及び勤務の意思の確認を行うべき年度」という。）（情報の提供及び勤務の意

思の確認を行うべき年度に職員でなかった者で、当該情報の提供及び勤務の意思

の確認を行うべき年度の末日後に採用された職員にあっては、当該職員が採用さ

れた日から同日の属する年度の末日までの期間）において、当該職員に対し、当
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該職員が年齢６０年に達する日以後に適用される任用及び給与に関する措置の内

容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における

勤務の意思を確認するよう努めるものとする。
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○ 川口市職員の給与に関する条例（昭和２６年条例第１７号）（第２条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（初任給、昇給、昇格等の基準） （初任給、昇給、昇格等の基準）

第４条 （略） 第４条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 職員の昇給は、市長が別に定める日に、同日前１年間における当該職員の勤務 ３ 職員の昇給は、市長が別に定める日に、同日前１年間におけるその者 の勤務

成績に応じて、行うものとする。 成績に応じて、行うものとする。

４・５ （略） ４・５ （略）

６ ６０歳を超える職員（市長が別に定める職員を除く。）の第３項の規定による

昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好又は特に

良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成

績に応じて市長が別に定める基準に従い決定するものとする。

７～９ （略） ６～８ （略）

９ 地方公務員法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１

項若しくは第２項の規定により採用された職員（以下「再任用職員」という。）

の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の項に掲げる給料月額の

うち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

１０ 川口市職員の定年等に関する条例（昭和５９年条例第７号）第１２条又は第

１３条第１項の規定により採用された職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員

」という。）の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料

表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前

再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、川口市職員の勤務時間、

休日及び休暇に関する条例（平成７年条例第６号。以下「勤務時間等に関する条

例」という。）第２条第３項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤

務職員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た

額とする。
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第４条の２ 再任用職員で地方公務員法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務

の職を占めるもの（以下「再任用短時間勤務職員」という。）の給料月額は、前

条第９項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、川口市職員の勤務

時間、休日及び休暇に関する条例（平成７年条例第６号。以下「勤務時間等に関

する条例」という。）第２条第３項の規定により定められたその者の勤務時間を

同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

（通勤手当） （通勤手当）

第９条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。 第９条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路（以下この項及び次項において「交通機 (1) 通勤のため交通機関又は有料の道路（以下 「交通機

関等」という。）を利用してその運賃又は料金（以下この項及び次項において 関等」という。）を利用してその運賃又は料金（以下

「運賃等」という。）を負担することを常例とする職員（交通機関等を利用し 「運賃等」という。）を負担することを常例とする職員（交通機関等を利用し

なければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等 なければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等

を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメ を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメ

ートル未満であるもの及び第３号に掲げる職員を除く。） ートル未満であるもの及び第３号に掲げる職員を除く。）

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの（以下この条にお (2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの（以下

いて「自転車等」という。）を使用することを常例とする職員（自転車等を使 「自転車等」という。）を使用することを常例とする職員（自転車等を使

用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車 用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車

等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロ 等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロ

メートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。） メートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。）

(3) （略） (3) （略）

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額と ２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額と

する。 する。

(1) 前項第１号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより (1) 前項第１号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより

算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額（以 算出したその者 の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額（以

下この号において「運賃等相当額」という。）。ただし、運賃等相当額を支給 下 「運賃等相当額」という。）。ただし、運賃等相当額を支給

単位期間の月数で除して得た額（以下この号及び第３号において「１箇月当た 単位期間の月数で除して得た額（以下 「１箇月当た

りの運賃等相当額」という。）が５５，０００円を超えるときは、支給単位期 りの運賃等相当額」という。）が５５，０００円を超えるときは、支給単位期

間につき、５５，０００円に支給単位期間の月数を乗じて得た額（当該職員が 間につき、５５，０００円に支給単位期間の月数を乗じて得た額（その者 が

２以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合にお ２以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合にお
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いて、１箇月当たりの運賃等相当額の合計額が５５，０００円を超えるときは、 いて、１箇月当たりの運賃等相当額の合計額が５５，０００円を超えるときは、

当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、 その者 の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、

５５，０００円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額） ５５，０００円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額）

(2) 前項第２号に掲げる職員 次に掲げる自転車等の区分に応じ、支給単位期間 (2) 前項第２号に掲げる職員 次に掲げる自転車等の区分に応じ、支給単位期間

につき、それぞれ次に定める額（定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単 につき、それぞれ次に定める額（再任用短時間勤務職員 のうち、支給単

位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、 位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、

その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額） その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額）

ア・イ （略） ア・イ （略）

(3) 前項第３号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を利用し (3) 前項第３号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を利用し

ないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、 ないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、

自転車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前２号に定 自転車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前２号に定

める額（１箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が５５，０ める額（１箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が５５，０

００円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長 ００円を超えるときは、その者 の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長

い支給単位期間につき、５５，０００円に当該支給単位期間の月数を乗じて得 い支給単位期間につき、５５，０００円に当該支給単位期間の月数を乗じて得

た額）、第１号に定める額又は前号に定める額 た額）、第１号に定める額又は前号に定める額

３～６ （略） ３～６ （略）

（時間外勤務手当） （時間外勤務手当）

第１２条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時 第１２条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時

間外に勤務した全時間に対して、勤務１時間につき、第１５条の２に規定する勤 間外に勤務した全時間に対して、勤務１時間につき、第１５条の２に規定する勤

務１時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じ 務１時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じ

てそれぞれ１００分の１２５から１００分の１５０までの範囲内で規則で定める てそれぞれ１００分の１２５から１００分の１５０までの範囲内で規則で定める

割合（その勤務が午後１０時から翌日の午前５時までの間である場合には、その 割合（その勤務が午後１０時から翌日の午前５時までの間である場合は その

割合に１００分の２５を加算した割合）を乗じて得た額を時間外勤務手当として 割合に１００分の２５を加算した割合）を乗じて得た額を時間外勤務手当として

支給する。 支給する。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

２ 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、 ２ 再任用短時間勤務職員 が、正規の勤務時間が割り振られた日において、

正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務をした時間とその勤務をした日に 正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務をした時間とその勤務をした日に

おける正規の勤務時間との合計が勤務時間等に関する条例第３条第２項に規定す おける正規の勤務時間との合計が勤務時間等に関する条例第３条第２項に規定す

る規則で定める勤務時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用につ る規則で定める勤務時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用につ
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いては、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞ いては、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞ

れ１００分の１２５から１００分の１５０までの範囲内で規則で定める割合」と れ１００分の１２５から１００分の１５０までの範囲内で規則で定める割合」と

あるのは、「１００分の１００」とする。 あるのは、「１００分の１００」とする。

３ 勤務時間等に関する条例第５条の規定により、あらかじめ勤務時間等に関する ３ 勤務時間等に関する条例第５条の規定により、あらかじめ勤務時間等に関する

条例第３条第２項又は第４条の規定により割り振られた１週間の正規の勤務時間 条例第３条第２項又は第４条の規定により割り振られた１週間の正規の勤務時間

（以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。）を超えて勤 （以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。）を超えて勤

務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務 務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務

した全時間（規則で定める時間を除く。）に対して、第１項 した全時間（規則で定める時間を除く。）に対して、第１項（前項の規定により

の規定にかかわらず、勤務１時間につき第１ 読み替えて適用する場合を含む。）の規定にかかわらず、勤務１時間につき第１

５条の２に規定する勤務１時間当たりの給与額に１００分の２５から１００分の ５条の２に規定する勤務１時間当たりの給与額に１００分の２５から１００分の

５０までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支 ５０までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支

給する。 給する。

４ 正規の勤務時間外の勤務又は割振り変更前の正規の勤務時間を超える勤務をす ４ 正規の勤務時間外の勤務又は割振り変更前の正規の勤務時間を超える勤務をす

ることを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務（勤務時間等に関する条例第３ ることを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務（勤務時間等に関する条例第３

条第１項、第４条及び第５条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定 条第１項、第４条及び第５条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定

めるものを除く。以下この条において同じ。）の時間及び割振り変更前の正規の めるものを除く。以下この条において同じ。）の時間及び割振り変更前の正規の

勤務時間を超えてした勤務の時間（規則で定める時間を除く。）を合計した時間 勤務時間を超えてした勤務の時間（規則で定める時間を除く。）を合計した時間

が１箇月について６０時間を超えた職員には、その６０時間を超えて勤務した全 が１箇月について６０時間を超えた職員には、その６０時間を超えて勤務した全

時間に対して、第１項 時間に対して、第１項（第２項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）

又は前項の規定にかかわらず、勤務１時間につき、第１５条の２に規定する勤務 又は前項の規定にかかわらず、勤務１時間につき、第１５条の２に規定する勤務

１時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務に係る時間にあっては１ １時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務に係る時間にあっては１

００分の１５０（その勤務が午後１０時から翌日の午前５時までの間である場合 ００分の１５０（その勤務が午後１０時から翌日の午前５時までの間である場合

には、１００分の１７５）を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 は 、１００分の１７５）を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務

に係る時間にあっては１００分の５０を、それぞれ乗じて得た額の合計額を時間 に係る時間にあっては１００分の５０を、それぞれ乗じて得た額の合計額を時間

外勤務手当として支給する。 外勤務手当として支給する。

５ 勤務時間等に関する条例第８条の３第１項に規定する時間外勤務代休時間を指 ５ 勤務時間等に関する条例第８条の３第１項に規定する時間外勤務代休時間を指

定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、 定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、

前項に規定する６０時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間 前項に規定する６０時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間

の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対して、当該時間１時間 の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対して、当該時間１時間

につき、第１５条の２に規定する勤務１時間当たりの給与額に、正規の勤務時間 につき、第１５条の２に規定する勤務１時間当たりの給与額に、正規の勤務時間
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外にした勤務に係る時間にあっては１００分の１５０（その時間が午後１０時か 外にした勤務に係る時間にあっては１００分の１５０（その時間が午後１０時か

ら翌日の午前５時までの間である場合には、１００分の１７５）から第１項に規 ら翌日の午前５時までの間である場合は 、１００分の１７５）から第１項に規

定する規則で定める割合（その時間が午後１０時から翌日の午前５時までの間で 定する規則で定める割合（その時間が午後１０時から翌日の午前５時までの間で

ある場合には、その割合に１００分の２５を加算した割合）を減じた割合を、割 ある場合は 、その割合に１００分の２５を加算した割合）を減じた割合を、割

振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあっては１００分の 振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあっては１００分の

５０から第３項に規定する規則で定める割合を減じた割合を、それぞれ乗じて得 ５０から第３項に規定する規則で定める割合を減じた割合を、それぞれ乗じて得

た額の合計額を時間外勤務手当として支給することを要しない。 た額の合計額を時間外勤務手当として支給することを要しない。

６ （略） ６ （略）

（期末手当） （期末手当）

第１６条 （略） 第１６条 （略）

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２０を乗じて得た額に、基準 ２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２０を乗じて得た額に、基準

日以前６箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に 日以前６箇月以内の期間におけるその者 の在職期間の次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) ～(4) （略） (1) ～(4) （略）

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「 ３ 再任用職員 に対する前項の規定の適用については、同項中「

１００分の１２０」とあるのは「１００分の６７．５」とする。 １００分の１２０」とあるのは「１００分の６７．５」とする。

４～６ （略） ４～６ （略）

（勤勉手当） （勤勉手当）

第１６条の４ 勤勉手当は、６月１日及び１２月１日（以下この項及び第３項にお 第１６条の４ 勤勉手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条 にお

いてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対し、基準日 いてこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対し、基準日

以前６箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の 以前６箇月以内の期間におけるその者 の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の

属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前１箇月以内に退職し、 属する月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前１箇月以内に退職し、

又は死亡した職員（市長が定める職員を除く。）についても、同様とする。 又は死亡した職員（市長が定める職員を除く。）についても、同様とする。

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が定める割合を乗じて得た額とする。 ２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が定める割合を乗じて得た額とする。

この場合において、職員に支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区 この場合において、職員に支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区

分ごとの総額は、当該各号に定める額を超えてはならない。 分ごとの総額は、当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉 (1) 前項の職員のうち再任用職員 以外の職員 当該職員の勤勉

手当基礎額に１００分の９５を乗じて得た額の総額 手当基礎額に１００分の９５を乗じて得た額の総額
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(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤 (2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員

務職員の勤勉手当基礎額に１００分の４５を乗じて得た額の総額 の勤勉手当基礎額に１００分の４５を乗じて得た額の総額

３～５ （略） ３～５ （略）

（定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外） （再任用職員 についての適用除外）

第１７条の３ 第４条第１項から第９項まで、第６条の３、第７条、第８条及び第 第１７条の３ 第７条 、第８条及び第

８条の３の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。 ８条の３の規定は、再任用職員 には適用しない。

附 則 附 則

１～１９ （略） １～１９ （略）

２０ 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が６０歳に達した日後における最初

の４月１日（附則第２２項において「特定日」という。）以後、当該職員に適用

される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受け

る号給に応じた額に１００分の７０を乗じて得た額（当該額に、５０円未満の端

数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じたとき

はこれを１００円に切り上げるものとする。）とする。

２１ 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及

び非常勤職員

(2) 医師及び歯科医師

(3) 川口市職員の定年等に関する条例第４条第１項又は第２項の規定により勤務

している職員（同条例第２条に規定する定年退職日において前項の規定が適用

されていた職員を除く。）

(4) 川口市職員の定年等に関する条例第９条の規定により同条第１項に規定する

異動期間（同条の規定により延長された期間を含む。）を延長された同条例第

８条第２号に規定する管理監督職を占める職員

２２ 地方公務員法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等をされた職員

であって、当該他の職への降任等をされた日（以下この項及び附則第２４項にお

いて「異動日」という。）の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員

のうち、特定日に附則第２０項の規定により当該職員の受ける給料月額（以下こ

-16-



の項において「特定日給料月額」という。）が異動日の前日に当該職員が受けて

いた給料月額に１００分の７０を乗じて得た額（当該額に、５０円未満の端数を

生じたときはこれを切り捨て、５０円以上１００円未満の端数を生じたときはこ

れを１００円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」と

いう。）に達しないこととなる職員（市長が別に定める職員を除く。）には、当

分の間、特定日以後、附則第２０項の規定により当該職員の受ける給料月額のほ

か、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

２３ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額と

の合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場

合における同項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月

額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と

当該職員の受ける給料月額」とする。

２４ 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（附則第２０項の規定

の適用を受ける職員に限り、附則第２２項に規定する職員を除く。）であって、

同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員

には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長が定めるところにより、

前２項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

２５ 附則第２２項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第２０

項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給さ

れる職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受

ける給料月額のほか、市長が定めるところにより、前３項の規定に準じて算出し

た額を給料として支給する。

２６ 附則第２２項又は前２項の規定による給料を支給される職員に対する第１６

条第５項（第１６条の４第４項において準用する場合を含む。）の規定の適用に

ついては、第１６条第５項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第

２２項、第２４項又は第２５項の規定による給料の額との合計額」とする。

２７ 附則第２０項から前項までに定めるもののほか、附則第２０項の規定による

給料月額、附則第２２項の規定による給料その他附則第２０項から前項までの規

定の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係）
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行 政 職 給 料 表 行 政 職 給 料 表

職員 職務 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 ６ 級 ７ 級 ８ 級 職員 職務 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 ６ 級 ７ 級 ８ 級
の区 の級 の区 の級
分 分

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

（略） （略）定年 再任
前再 用職
任用 員
短時
間勤
務職
員以 以
外の 外の
職員 職員

定年 基 準 基 準 基 準 基 準 基 準 基 準 基 準 基 準 再任
前再 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 用職 187,300 214,900 241,400 259,100 278,500 293,100 317,500 356,000
任用 員
短時 円 円 円 円 円 円 円 円
間勤
務職 187,300 214,900 241,400 259,100 278,500 293,100 317,500 356,000
員

別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係）

医 療 職 給 料 表 医 療 職 給 料 表

医療職給料表（１） 医療職給料表（１）

（略） （略）

医療職給料表（２） 医療職給料表（２）

職員 職務の級 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 職員 職務の級 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級
の区 の区
分 号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 分 号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

定年 （略） 再任 （略）
前再 用職
任用 員
短時
間勤
務職
員以 以
外の 外の
職員 職員

定年 基 準 基 準 基 準 基 準 基 準 再任
前再 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 用職 214,900 241,400 259,100 278,500 293,100
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任用 員
短時 円 円 円 円 円
間勤
務職 214,900 241,400 259,100 278,500 293,100
員

医療職給料表（３） 医療職給料表（３）

職員 職務の級 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 職員 職務の級 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級
の区 の区
分 号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 分 号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

定年 （略） 再任 （略）
前再 用職
任用 員
短時
間勤
務職
員以 以
外の 外の
職員 職員

定年 基 準 基 準 基 準 基 準 基 準 再任
前再 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 用職 214,900 241,400 259,100 278,500 293,100
任用 員
短時 円 円 円 円 円
間勤
務職 214,900 241,400 259,100 278,500 293,100
員
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○ 川口市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（昭和２６年条例第４０号）（第３条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（減給の効果） （減給の効果）

第３条 減給は、１日以上６月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額（法 第３条 減給は、１日以上６月以下の期間、 給料の月額（法

第２２条の２第１項第１号に掲げる職員にあっては、川口市会計年度任用職員の 第２２条の２第１項第１号に掲げる職員にあっては、川口市会計年度任用職員の

給与等に関する条例（令和元年条例第１８号）第３条第３項から第５項までの規 給与等に関する条例（令和元年条例第１８号）第３条第３項から第５項までの規

定による基本報酬の額）の１０分の１以下に相当する額を、給与から減ずるもの 定による基本報酬の額）の１０分の１以下に相当する額を、給与から減ずるもの

とする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の１０分の１に とする。

相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
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○ 川口市職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和３５年条例第７号）（第４条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（手当額の特例） （手当額の特例）

第１７条 職員（川口市職員の定年等に関する条例（昭和５９年条例第７号）第１ 第１７条 職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の４第１項、

２条又は第１３条第１項 の規定により採用さ 第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定により採用さ

れた職員 （以 れた職員で同法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占めるもの（以

下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）を除く。）が次に掲げる特殊勤務 下「再任用短時間勤務職員 」という。）を除く。）が次に掲げる特殊勤務

手当の支給される業務に従事したそれぞれの業務ごとの日数が、１月についてそ 手当の支給される業務に従事したそれぞれの業務ごとの日数が、１月についてそ

の月の勤務を要する日数（その月の現日数から川口市職員の勤務時間、休日及び の月の勤務を要する日数（その月の現日数から川口市職員の勤務時間、休日及び

休暇に関する条例（平成７年条例第６号。以下「勤務時間等に関する条例」とい 休暇に関する条例（平成７年条例第６号。以下「勤務時間等に関する条例」とい

う。）第３条第１項、第４条及び第５条の規定に基づく週休日並びに勤務時間等 う。）第３条第１項、第４条及び第５条の規定に基づく週休日並びに勤務時間等

に関する条例第９条に規定する休日（勤務時間等に関する条例第１０条第１項の に関する条例第９条に規定する休日（勤務時間等に関する条例第１０条第１項の

規定により代休日を指定されて、当該職員の休日に割り振られた勤務時間の全部 規定により代休日を指定されて、当該職員の休日に割り振られた勤務時間の全部

を勤務した場合を除く。）及び勤務時間等に関する条例第１０条に規定する代休 を勤務した場合を除く。）及び勤務時間等に関する条例第１０条に規定する代休

日を差し引いた日数をいう。次条第３項において同じ。）の２分の１に満たない 日を差し引いた日数をいう。次条第３項において同じ。）の２分の１に満たない

場合における当該業務に係る特殊勤務手当の額は、この条例の規定により受ける 場合における当該業務に係る特殊勤務手当の額は、この条例の規定により受ける

べき額の１００分の５０に相当する額とする。 べき額の１００分の５０に相当する額とする。

(1) ～(3) （略） (1) ～(3) （略）

（定年前再任用短時間勤務職員に支給する手当の額） （再任用短時間勤務職員 に支給する手当の額）

第１８条 定年前再任用短時間勤務職員が、次に掲げる特殊勤務手当の支給される 第１８条 再任用短時間勤務職員 が、次に掲げる特殊勤務手当の支給される

業務に従事したときに支給する手当の額は、第１２条から第１４条までの規定に 業務に従事したときに支給する手当の額は、第１２条から第１４条までの規定に

かかわらず、それぞれ当該規定に定める額に、勤務時間等に関する条例第２条第 かかわらず、それぞれ当該規定に定める額に、勤務時間等に関する条例第２条第

３項の規定により定められたその者の勤務時間を、同条第１項 ３項の規定により定められたその者の勤務時間を、勤務時間等に関する条例第２

に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額に相当する額とする。 条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額に相当する額とする。

(1) ～(3) （略） (1) ～(3) （略）

２ 定年前再任用短時間勤務職員が、次に掲げる特殊勤務手当の支給される業務に ２ 再任用短時間勤務職員 が、次に掲げる特殊勤務手当の支給される業務に
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従事したときに支給する手当の額は、勤務時間等に関する条例第３条第２項の規 従事したときに支給する手当の額は、勤務時間等に関する条例第３条第２項の規

定により定められたその者の勤務時間を考慮して規則で定める職員にあっては、 定により定められたその者の勤務時間を考慮して規則で定める職員にあっては、

第５条、第６条及び第１１条の規定にかかわらず、それぞれ当該規定に定める額 第５条、第６条及び第１１条の規定にかかわらず、それぞれ当該規定に定める額

に規則で定める割合を乗じて得た額に相当する額とする。 に規則で定める割合を乗じて得た額に相当する額とする。

(1) ～(3) （略） (1) ～(3) （略）

３ 定年前再任用短時間勤務職員の第１項各号に掲げる特殊勤務手当の支給される ３ 再任用短時間勤務職員 の第１項各号に掲げる特殊勤務手当の支給される

業務に従事したそれぞれの業務ごとの日数が、１月についてその月の勤務を要す 業務に従事したそれぞれの業務ごとの日数が、１月についてその月の勤務を要す

る日数の２分の１に満たない場合における当該業務に係る特殊勤務手当の額は、 る日数の２分の１に満たない場合における当該業務に係る特殊勤務手当の額は、

同項の規定により受けるべき額の１００分の５０に相当する額とする。 同項の規定により受けるべき額の１００分の５０に相当する額とする。
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○ 現業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和３５年条例第５８号）（第５条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（適用職員の範囲） （適用職員の範囲）

第２条 この条例において現業職員とは、常時勤務を要する職を占める職員、地方 第２条 この条例において現業職員とは、常時勤務を要する職を占める職員、地方

公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員（以下「会計年度任用 公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員（以下「会計年度任用

職員」という。）及び同法第２２条の４第１項に規定する短時間勤務の職を占め 職員」という。）及び同法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占め

る職員で次の各号のいずれかに掲げる者の行う労務を行うもののうち技術者、監 る職員で次の各号のいずれかに掲げる者の行う労務を行うもののうち技術者、監

督者及び行政事務を担当する者以外のものをいう。 督者及び行政事務を担当する者以外のものをいう。

(1) ～(5) （略） (1) ～(5) （略）

（通勤手当） （通勤手当）

第６条 通勤手当は、次に掲げる現業職員に支給する。 第６条 通勤手当は、次に掲げる現業職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路（以下この条において「交通機関等」と (1) 通勤のため交通機関又は有料の道路（以下 「交通機関等」と

いう。）を利用してその運賃又は料金（以下この条において「運賃等」という。 いう。）を利用してその運賃又は料金（以下 「運賃等」という。

）を負担することを常例とする現業職員（交通機関等を利用しなければ通勤す ）を負担することを常例とする現業職員（交通機関等を利用しなければ通勤す

ることが著しく困難である現業職員以外の現業職員であって交通機関等を利用 ることが著しく困難である現業職員以外の現業職員であって交通機関等を利用

しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル

未満であるもの及び第３号に掲げる職員を除く。） 未満であるもの及び第３号に掲げる職員を除く。）

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具（以下この条において「自転車等」と (2) 通勤のため自転車その他の交通の用具（以下 「自転車等」と

いう。）を使用することを常例とする現業職員（自転車等を使用しなければ通 いう。）を使用することを常例とする現業職員（自転車等を使用しなければ通

勤することが著しく困難である現業職員以外の現業職員であって自転車等を使 勤することが著しく困難である現業職員以外の現業職員であって自転車等を使

用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメート 用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメート

ル未満であるもの及び次号に掲げる現業職員を除く。） ル未満であるもの及び次号に掲げる現業職員を除く。）

(3) （略） (3) （略）

（勤勉手当） （勤勉手当）
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第１３条 勤勉手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条においてこれらの日 第１３条 勤勉手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条においてこれらの日

を「基準日」という。）にそれぞれ在職する現業職員に対し、基準日以前６箇月 を「基準日」という。）にそれぞれ在職する現業職員に対し、基準日以前６箇月

以内の期間における当該現業職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する 以内の期間におけるその者 の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する

月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前１箇月以内に退職し、又は死 月の市長が定める日に支給する。これらの基準日前１箇月以内に退職し、又は死

亡した現業職員についても、同様とする。 亡した現業職員についても、同様とする。

（定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外） （再任用職員 についての適用除外）

第２２条 第５条、第５条の３及び第１４条の規定は、川口市職員の定年等に関す 第２２条 第５条、第５条の３及び第１４条の規定は、地方公務員法第２８条の４

る条例（昭和５９年条例第７号）第１２条又は第１３条第１項 の規定によ 第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定によ

り採用された職員には適用しない。 り採用された職員には適用しない。

附 則 附 則

（施行期日）

１ （略） （略）

（現業職員の定年の引上げに伴う給料の特例）

２ 当分の間、現業職員の給料は、当該現業職員が６０歳に達した日後における最

初の４月１日以後、川口市職員の給与に関する条例附則第２０項、第２１項及び

第２７項の規定の例により市長が定めるところにより算定するものとする。
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○ 川口市職員互助会に関する条例（昭和３８年条例第８号）（第６条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（組織） （組織）

第２条 互助会は、次に掲げる者をもって組織する。 第２条 互助会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) ～(3) （略） (1) ～(3) （略）

(4) 川口市職員の定年等に関する条例（昭和５９年条例第７号）第１２条又は第 (4) 地方公務員法第２８条の５第１項又は第２８条の６第２項の規定により採用

１３条第１項の規定により採用された川口市職員 された川口市職員

附 則 附 則

（施行期日）

１ （略） （略）

（組織の特例）

２ 互助会は、令和５年４月１日から令和１４年３月３１日までの間、第２条各号

に掲げる者のほか、川口市暫定再任用職員の採用等に関する条例（令和４年条例

第 号）第６条第１項に規定する暫定再任用短時間勤務職員に該当する川口市

職員をもって組織する。

-25-



○ 川口市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和４１年条例第６２号）（第７条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（給与の種類） （給与の種類）

第２条 企業職員で常時勤務を要する職を占めるもの、地方公務員法（昭和２５年 第２条 企業職員で常時勤務を要する職を占めるもの、地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号）第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員（以下「会計 法律第２６１号）第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員（以下「会計

年度任用職員」という。）であるもの及び同法第２２条の４第１項 年度任用職員」という。）であるもの及び同法第２８条の５第１項又は第２８条

に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下これらを「職員」とい の６第２項に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下これらを「職員」とい

う。）の給与の種類は、給料及び手当とする。 う。）の給与の種類は、給料及び手当とする。

２・３ （略） ２・３ （略）

（通勤手当） （通勤手当）

第６条 通勤手当は、次に掲げる職員に対し支給する。 第６条 通勤手当は、次に掲げる職員に対し支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料道路（以下この条において「交通機関等」とい (1) 通勤のため交通機関又は有料道路（以下 「交通機関等」とい

う。）を利用してその運賃又は料金（以下この条において「運賃等」という。 う。）を利用してその運賃又は料金（以下 「運賃等」という。

）を負担することを常例とする職員（交通機関等を利用しなければ通勤するこ ）を負担することを常例とする職員（交通機関等を利用しなければ通勤するこ

とが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩 とが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩

により通勤した場合の通勤距離が片道２キロメートル未満であるもの及び第３ により通勤した場合の通勤距離が片道２キロメートル未満であるもの及び第３

号に掲げる職員を除く。） 号に掲げる職員を除く。）

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具（以下この条において「自転車等」と (2) 通勤のため自転車その他の交通の用具（以下 「自転車等」と

いう。）を使用することを常例とする職員（自転車等を使用しなければ通勤す いう。）を使用することを常例とする職員（自転車等を使用しなければ通勤す

ることが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒 ることが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒

歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満である 歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満である

もの及び次号に掲げる職員を除く。） もの及び次号に掲げる職員を除く。）

(3) （略） (3) （略）

（定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外） （再任用職員 についての適用除外）
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第２４条 第５条、第５条の３及び第１４条の規定は、川口市職員の定年等に関す 第２４条 第５条、第５条の３及び第１４条の規定は、地方公務員法第２８条の４

る条例（昭和５９年条例第７号）第１２条又は第１３条第１項 の規定によ 第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定によ

り採用された職員には適用しない。 り採用された職員には適用しない。

附 則 附 則

（施行期日） （施行期日）

１ （略） １ （略）

２ 削除

３ 削除

（川口市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の廃止）

２ （略） ４ （略）

５ 当分の間、管理者が別に定める職員については、第４条の規定の適用を受けな

い職員のうち管理者が定めるものとの権衡上必要と認められる限度において、管

理者が定めるところにより、第８条の規定による時間外勤務手当、第９条第２項

の規定による休日勤務手当及び第１０条の規定による夜間勤務手当の額について

必要な調整を行うことができる。

（職員の定年の引上げに伴う給料の特例）

３ 当分の間、職員の給料は、当該職員が６０歳に達した日後における最初の４月

１日以後、川口市職員の給与に関する条例附則第２０項から第２７項までの規定

の例により管理者が定めるところにより算定するものとする。
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○ 川口市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和５３年条例第９号）（第８条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（重複支給の調整） （重複支給の調整）

第５条 常勤の職員、 第５条 常勤の職員、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の５第

川口市一般職の任期付職員の採 １項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び川口市一般職の任期付職員の採

用等に関する条例（平成２７年条例第１０号）第４条に規定する短時間勤務職員 用等に関する条例（平成２７年条例第１０号）第４条に規定する短時間勤務職員

及び川口市職員の定年等に関する条例（昭和５９年条例第７号）第１２条又は第

１３条第１項の規定により採用された職員が非常勤の特別職の職員を兼ねるとき が非常勤の特別職の職員を兼ねるとき

は、当該非常勤の特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。ただし、 は、当該非常勤の特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。ただし、

その兼ねる職が選挙長、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票 その兼ねる職が選挙長、投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票

管理者、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人、選挙立 管理者、投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人、選挙立

会人、土地区画整理審議会委員選挙管理者、土地区画整理審議会委員選挙立会人 会人、土地区画整理審議会委員選挙管理者、土地区画整理審議会委員選挙立会人

及びスポーツ推進委員である場合にあっては、この限りでない。 及びスポーツ推進委員である場合にあっては、この限りでない。

附 則 附 則

１・２ （略） １・２ （略）

（重複支給の調整の特例）

３ 令和５年４月１日から令和１４年３月３１日までの間における第５条の規定の

適用については、同条中「短時間勤務職員及び」とあるのは「短時間勤務職員、

」と、「採用された職員」とあるのは「採用された職員及び川口市暫定再任用職

員の採用等に関する条例（令和４年条例第 号）第６条第１項に規定する暫定

再任用短時間勤務職員」とする。
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○ 川口市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例（平成１４年条例第１７号）（第９条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（職員の派遣） （職員の派遣）

第２条 （略） 第２条 （略）

２ 法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。 ２ 法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) ～(4) （略） (1) ～(4) （略）

(5) 川口市職員の定年等に関する条例第９条の規定により同条第１項に規定する

異動期間（同条の規定により延長された期間を含む。）を延長された同条例第

８条第２号に規定する管理監督職を占める職員

(6) （略） (5) （略）

３ （略） ３ （略）

-29-



○ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される川口市職員の処遇等に関する条例（平成１５年条例第４６号）（第１０条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（職員の派遣） （職員の派遣）

第２条 （略） 第２条 （略）

２ 法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。 ２ 法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員 (1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員（

地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の４第１項又は第２８条

の６第１項の規定により採用される職員を除く。）

(2) （略） (2) （略）

(3) 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条に規定する条件付採用 (3) 地方公務員法 第２２条に規定する条件付採用

になっている職員（規則で定める職員を除く。） になっている職員（規則で定める職員を除く。）

(4) （略） (4) （略）

(5) 川口市職員の定年等に関する条例第９条の規定により同条第１項に規定する

異動期間（同条の規定により延長された期間を含む。）を延長された同条例第

８条第２号に規定する管理監督職を占める職員

(6) （略） (5) （略）
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○ 川口市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年条例第１２号）（第１１条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（任命権者の報告） （任命権者の報告）

第２条 任命権者は、毎年１２月末日までに、市長に対し、当該日の属する年度（ 第２条 任命権者は、毎年１２月末日までに、市長に対し、当該日の属する年度（

４月１日から翌年の３月３１日までの期間をいう。以下同じ。）の前年度におけ ４月１日から翌年の３月３１日までの期間をいう。以下同じ。）の前年度におけ

る次に掲げる事項を報告しなければならない。 る次に掲げる事項を報告しなければならない。

(1) 職員（臨時的に任用された職員及び非常勤職員（法第２２条の４第１項に規 (1) 職員（臨時的に任用された職員及び非常勤職員（法第２８条の５第１項に規

定する短時間勤務の職を占める職員及び法第２２条の２第１項第２号に掲げる 定する短時間勤務の職を占める職員及び法第２２条の２第１項第２号に掲げる

職員を除く。）を除く。以下同じ。）の任免及び職員数に関する状況 職員を除く。）を除く。以下同じ。）の任免及び職員数に関する状況

(2) ～(11) （略） (2) ～(11) （略）

-31-



○ 川口市医療センター企業職員の給与の種類及び基準を定める条例（平成１８年条例第３３号）（第１２条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（給与の種類） （給与の種類）

第２条 企業職員で常時勤務を要する職を占めるもの、地方公務員法（昭和２５年 第２条 企業職員で常時勤務を要する職を占めるもの、地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号）第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員（以下「会計 法律第２６１号）第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員（以下「会計

年度任用職員」という。）であるもの及び同法第２２条の４第１項に規定する短 年度任用職員」という。）であるもの及び同法第２８条の５第１項に規定する短

時間勤務の職を占める職員（以下これらを「職員」という。）の給与の種類は、 時間勤務の職を占める職員（以下これらを「職員」という。）の給与の種類は、

給料及び手当とする。 給料及び手当とする。

２・３ （略） ２・３ （略）

（通勤手当） （通勤手当）

第１０条 通勤手当は、次に掲げる職員に対し支給する。 第１０条 通勤手当は、次に掲げる職員に対し支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路（以下この条において「交通機関等」と (1) 通勤のため交通機関又は有料の道路（以下 「交通機関等」と

いう。）を利用してその運賃又は料金（以下この条において「運賃等」という。 いう。）を利用してその運賃又は料金（以下 「運賃等」という。

）を負担することを常例とする職員（交通機関等を利用しなければ通勤するこ ）を負担することを常例とする職員（交通機関等を利用しなければ通勤するこ

とが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩 とが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩

により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満であるも により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満であるも

の及び第３号に掲げる職員を除く。） の及び第３号に掲げる職員を除く。）

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具（以下この条において「自転車等」と (2) 通勤のため自転車その他の交通の用具（以下 「自転車等」と

いう。）を使用することを常例とする職員（自転車等を使用しなければ通勤す いう。）を使用することを常例とする職員（自転車等を使用しなければ通勤す

ることが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒 ることが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒

歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満である 歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道２キロメートル未満である

もの及び次号に掲げる職員を除く。） もの及び次号に掲げる職員を除く。）

(3) （略） (3) （略）

（定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外） （再任用職員 についての適用除外）

-32-



第３０条 第５条、第７条、第９条及び第２０条の規定は、川口市職員の定年等に 第３０条 第７条 、第９条及び第２０条の規定は、地方公務員法第２８条

関する条例（昭和５９年条例第７号）第１２条又は第１３条第１項 の規定 の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定

により採用された職員には適用しない。 により採用された職員には適用しない。

附 則 附 則

（施行期日）

１ （略） （略）

（職員の定年の引上げに伴う給料の特例）

２ 当分の間、職員の給料は、当該職員が６０歳に達した日後における最初の４月

１日以後、川口市職員の給与に関する条例附則第２０項から第２７項までの規定

の例により管理者が定めるところにより算定するものとする。
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○ 川口市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２７年条例第１０号）（第１３条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（任期付短時間勤務職員の給料月額） （任期付短時間勤務職員の給料月額）

第７条 第４条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員（以下「任期 第７条 第４条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員（以下「任期

付短時間勤務職員」という。）の給料月額は、その者に適用される川口市職員の 付短時間勤務職員」という。）の給料月額は、その者に適用される川口市職員の

給与に関する条例（昭和２６年条例第１７号。以下「給与条例」という。）第３ 給与に関する条例（昭和２６年条例第１７号。以下「給与条例」という。）第３

条第１項に規定する給料表に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級及 条第１項に規定する給料表に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級及

び号給に応じた額に、川口市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第２条 び号給に応じた額に、川口市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第２条

第３項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時 第４項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時

間で除して得た数を乗じて得た額とする。 間で除して得た数を乗じて得た額とする。

（給与条例の適用除外等） （給与条例の適用除外等）

第８条 （略） 第８条 （略）

２ 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第９条第２項第２号の規定の適用につ ２ 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第９条第２項第２号の規定の適用につ

いては、同号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「川口市一般職の いては、同号中「再任用短時間勤務職員 」とあるのは、「川口市一般職の

任期付職員の採用等に関する条例（平成２７年条例第１０号）第４条の規定によ 任期付職員の採用等に関する条例（平成２７年条例第１０号）第４条の規定によ

り任期を定めて採用された短時間勤務職員」とする。 り任期を定めて採用された短時間勤務職員」とする。

３ （略） ３ （略）

（特殊勤務手当に関する特例） （特殊勤務手当に関する特例）

第９条 川口市職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和３５年条例第７号）第１８ 第９条 川口市職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和３５年条例第７号）第１８

条の規定は、任期付短時間勤務職員について準用する。 条の規定は、任期付短時間勤務職員について準用する。この場合において、同条

第１項中「第２条第３項」とあるのは、「第２条第４項」と読み替えるものとす

る。
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○ 川口市職員の分限に関する条例（平成３０年条例第６号）（第１４条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（降給の種類） （降給の種類）

第３条 降給の種類は、降格（職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に 第３条 降給の種類は、降格（職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に

変更することをいう。以下同じ。）及び降号（職員の号給を同一の職務の級の下 変更することをいう。以下同じ。）及び降号（職員の号給を同一の職務の級の下

位の号給に変更することをいう。以下同じ。）並びに法第２８条の２第１項に規 位の号給に変更することをいう。以下同じ。）とする

定する降給とする。 。

（降格の事由） （降格の事由）

第４条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下 第４条 任命権者は

位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各 、次の各

号のいずれかに掲げる事由に該当し 、必要があると認める場合は、 号のいずれかに掲げる事由に該当する場合において、必要があると認めるときは、

当該職員を降格するものとする。 当該職員を降格するものとする。

(1) 職員の人事評価の結果又は勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくな (1) 職員の人事評価 又は勤務の状況を示す事実に基づき勤務実績がよくな

いと認められる場合において、指導その他の任命権者が定める措置を行ったに いと認められる場合において、指導その他の任命権者が定める措置を行ったに

もかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当 もかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当

該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認 該職員がその職務の級に分類されている職務を遂行することが困難であると認

められるとき。 められるとき。

(2) ・(3) （略） (2) ・(3) （略）

（降号の事由） （降号の事由）

第５条 任命権者は、職員の人事評価の結果又は勤務の状況を示す事実に基づき勤 第５条 任命権者は、職員の人事評価 又は勤務の状況を示す事実に基づき勤

務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されてい 務実績がよくないと認められる場合であり、かつ、その職務の級に分類されてい

る職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の任 る職務を遂行することが可能であると認められる場合であって、指導その他の任

命権者が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改 命権者が定める措置を行ったにもかかわらず、なお勤務実績がよくない状態が改

善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するもの 善されない場合において、必要があると認めるときは、当該職員を降号するもの

とする。 とする。

（降任、免職、休職及び降給の手続） （降任、免職、休職及び降給の手続）
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第６条 （略） 第６条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 前項の規定は、法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等（以下この

項において「他の職への降任等」という。）に該当する降任をする場合又は他の

職への降任等に伴い降給をする場合には、適用しない。この場合において、他の

職への降任等をされた職員又は他の職への降任等に伴い降給をされた職員には、

その旨の通知を行うものとする。

附 則 附 則

１～３ （略） １～３ （略）

（降給の種類の特例）

４ 次の表の左欄に掲げる規定の適用を受ける職員に対する第３条の規定の適用に

ついては、当分の間、同条中「とする」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。

川口市職員の給与に関する条例（昭 並びに川口市職員の給与に関する条
和２６年条例第１７号）附則第２０ 例（昭和２６年条例第１７号）附則
項 第２０項の規定による降給とする

現業職員の給与の種類及び基準を定 並びに現業職員の給与の種類及び基
める条例（昭和３５年条例第５８号 準を定める条例（昭和３５年条例第
）附則第２項 ５８号）附則第２項の規定による降

給とする

川口市上下水道局企業職員の給与の 並びに川口市上下水道局企業職員の
種類及び基準を定める条例（昭和４ 給与の種類及び基準を定める条例（
１年条例第６２号）附則第３項 昭和４１年条例第６２号）附則第３

項の規定による降給とする

川口市学校職員の給与等に関する条 並びに川口市学校職員の給与等に関
例（昭和４４年条例第１６号）第３ する条例（昭和４４年条例第１６号
条の規定によりその例によることと ）第３条の規定によりその例による
される学校職員の給与に関する条例 こととされる学校職員の給与に関す
（昭和３１年埼玉県条例第３３号） る条例（昭和３１年埼玉県条例第３
附則第８項 ３号）附則第８項の規定による降給

とする

川口市医療センター企業職員の給与 並びに川口市医療センター企業職員
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の種類及び基準を定める条例（平成 の給与の種類及び基準を定める条例
１８年条例第３３号）附則第２項 （平成１８年条例第３３号）附則第

２項の規定による降給とする

（降給の手続の特例）

５ 第６条第２項の規定は、前項の表の左欄に掲げる規定による降給の場合には、

適用しない。この場合において、これらの規定により降給をされた職員には、こ

れらの規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものと

する。
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○ 川口市会計年度任用職員の給与等に関する条例（令和元年条例第１８号）（第１５条関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（給料及び基本報酬の支給） （給料及び基本報酬の支給）

第４条 フルタイム会計年度任用職員の給料及びパートタイム会計年度任用職員（ 第４条 フルタイム会計年度任用職員の給料及びパートタイム会計年度任用職員（

基本報酬の額を月額で定める者に限る。）の基本報酬の支給方法は、一般職給与 基本報酬の額を月額で定める者に限る。）の基本報酬の支給方法は、一般職給与

条例の適用を受ける職員（パートタイム会計年度任用職員にあっては、一般職給 条例の適用を受ける職員（パートタイム会計年度任用職員にあっては、一般職給

与条例第４条第１０項に規定する定年前再任用短時間勤務職員。以下同じ。）の 与条例第４条の２ に規定する再任用短時間勤務職員 。以下同じ。）の

例による。 例による。

２ （略） ２ （略）
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議案第 ８９号参考資料

川口市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成７年条例第６号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（１週間の勤務時間） （１週間の勤務時間）

第２条 （略） 第２条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 地方公務員法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１

項若しくは第２項の規定により採用された職員で同法第２８条の５第１項に規定

する短時間勤務の職を占めるもの（次条第１項において「再任用短時間勤務職員

」という。）の勤務時間は、第１項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、４週

間を超えない期間につき１週間当たり３２時間を超えない範囲内において、任命

権者が定める。

３ 川口市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２７年条例第１０号） ４ 川口市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２７年条例第１０号）

第４条若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律第１８条第１項の規定によ 第４条又は 地方公務員の育児休業等に関する法律第１８条第１項の規定によ

り採用された短時間勤務職員又は川口市職員の定年等に関する条例（昭和５９年 り採用された短時間勤務職員（次条第１項において

条例第７号）第１２条若しくは第１３条第１項の規定により採用された職員（以

下これらを「任期付短時間勤務職員等」という。）の勤務時間は、第１項の規定 「任期付短時間勤務職員等」という。）の勤務時間は、第１項の規定

にかかわらず、休憩時間を除き、４週間を超えない期間につき１週間当たり３２ にかかわらず、休憩時間を除き、４週間を超えない期間につき１週間当たり３２

時間を超えない範囲内において、任命権者が定める。 時間を超えない範囲内において、任命権者が定める。

４ 任命権者は、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要により前３項に規定する ５ 任命権者は、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要により前各項に規定する

勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定め 勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定め

ることができる。 ることができる。

（週休日及び勤務時間の割振り） （週休日及び勤務時間の割振り）

第３条 日曜日及び土曜日は、週休日（勤務時間を割り振らない日をいう。以下同 第３条 日曜日及び土曜日は、週休日（勤務時間を割り振らない日をいう。以下同

じ。）とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に じ。）とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に

応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日 応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日
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までの５日間において週休日を設けるものとし、 任期 までの５日間において週休日を設けるものとし、再任用短時間勤務職員及び任期

付短時間勤務職員等 については、 付短時間勤務職員等（以下「再任用短時間勤務職員等」という。）については、

日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの５日間において週休日を設け 日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの５日間において週休日を設け

ることができる。 ることができる。

２ 任命権者は、月曜日から金曜日までの５日間において、１日につき８時間を超 ２ 任命権者は、月曜日から金曜日までの５日間において、１日につき８時間を超

えない範囲内で規則で定める勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時 えない範囲内で規則で定める勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時

間勤務職員等については、１週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の 間勤務職員等については、１週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の

内容に従い１日につき８時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、 内容に従い１日につき８時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、

任期付短時間勤務職員等については、１週間ごとの期間について、１日につき８ 再任用短時間勤務職員等については、１週間ごとの期間について、１日につき８

時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。 時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第４条 （略） 第４条 （略）

２ 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、 ２ 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、

規則の定めるところにより、４週間ごとの期間につき８日の週休日（育児短時間 規則の定めるところにより、４週間ごとの期間につき８日の週休日（育児短時間

勤務職員等にあっては８日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、 勤務職員等にあっては８日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、

任期付短時間勤務職員等にあっては８日以上の週休日）を設けなければならない。 再任用短時間勤務職員等にあっては８日以上の週休日）を設けなければならない。

ただし、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要（育児短時間勤務職員等にあっ ただし、職務の特殊性又は勤務公署の特殊の必要（育児短時間勤務職員等にあっ

ては、当該育児短時間勤務等の内容）により、４週間ごとの期間につき８日（育 ては、当該育児短時間勤務等の内容）により、４週間ごとの期間につき８日（育

児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員等にあっては、８日以上）の週休 児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員等にあっては、８日以上）の週休

日を設けることが困難である職員について、規則の定めるところにより、４週間 日を設けることが困難である職員について、規則の定めるところにより、４週間

を超えない期間につき１週間当たり１日以上の割合で週休日（育児短時間勤務職 を超えない期間につき１週間当たり１日以上の割合で週休日（育児短時間勤務職

員等にあっては、４週間を超えない期間につき１週間当たり１日以上の割合で当 員等にあっては、４週間を超えない期間につき１週間当たり１日以上の割合で当

該育児短時間勤務等の内容に従った週休日）を設ける場合には、この限りでない。 該育児短時間勤務等の内容に従った週休日）を設ける場合には、この限りでない。

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限） （育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限）

第８条の２ （略） 第８条の２ （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 前３項の規定は、第１５条第１項に規定する要介護者を介護する職員について ４ 前３項の規定は、第１５条第１項に規定する要介護者を介護する職員について

準用する。この場合において、第１項中「小学校就学の始期に達するまでの子（ 準用する。この場合において、第１項中「小学校就学の始期に達するまでの子（

民法 第８１７条の２第１項の規定により職員が当該 民法（明治２９年法律第８９号）第８１７条の２第１項の規定により職員が当該

職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請 職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請
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求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。） 求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）

であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４ であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４

号）第２７条第１項第３号の規定により同法第６条の４第２号に規定する養子縁 号）第２７条第１項第３号の規定により同法第６条の４第２号に規定する養子縁

組里親（以下「養子縁組里親」という。）である職員に委託されている児童その 組里親（以下「養子縁組里親」という。）である職員に委託されている児童その

他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下同じ。）のある職員（職 他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下同じ。）のある職員（職

員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜（午後１０時から翌日の午前５時ま 員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜（午後１０時から翌日の午前５時ま

での間をいう。以下この項において同じ。）において常態として当該子を養育す での間をいう。以下この項において同じ。）において常態として当該子を養育す

ることができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除 ることができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除

く。）が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第２項中「３歳 く。）が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、第２項中「３歳

に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、 に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、

及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めると 及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めると

ころにより、当該子を養育」とあるのは「第１５条第１項に規定する要介護者の ころにより、当該子を養育」とあるのは「第１５条第１項に規定する要介護者の

ある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第１項中「 ある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第１項中「

深夜における」とあるのは「深夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間をい 深夜における」とあるのは「深夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間をい

う。）における」と、第２項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措 う。）における」と、第２項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措

置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の正常な運営を妨げる」 置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の正常な運営を妨げる」

と読み替えるものとする。 と読み替えるものとする。

５ （略） ５ （略）

（年次有給休暇） （年次有給休暇）

第１２条 年次有給休暇は、１の年度（４月１日から翌年の３月３１日までの期間 第１２条 年次有給休暇は、１の年度（４月１日から翌年の３月３１日までの期間

をいう。以下同じ。）ごとにおける休暇とし、その日数は、１の年度において、 をいう。以下同じ。）ごとにおける休暇とし、その日数は、１の年度において、

次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。 次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第３号に掲げる職員以外の職員 ２０日（育児短時間勤務職員等及 (1) 次号及び第３号に掲げる職員以外の職員 ２０日（育児短時間勤務職員等及

び任期付短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し２０日を び再任用短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し２０日を

超えない範囲内で規則で定める日数） 超えない範囲内で規則で定める日数）

(2) ・(3) （略） (2) ・(3) （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

（特別休暇） （特別休暇）
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第１４条 （略） 第１４条 （略）

２ 職員は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める期間、特別休暇を受ける ２ 職員は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める期間、特別休暇を受ける

ことができる。 ことができる。

(1) ～(7) （略） (1) ～(7) （略）

(8) 職員の親族（別表の死亡した者の欄に掲げる者に限る。以下この号において (8) 職員の親族（別表の死亡した者の欄に掲げる者に限る。以下この号において

同じ。）が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要 同じ。）が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要

と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 連 と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 連

続する同表に定める日数の範囲内の期間。ただし、遠隔の地に赴く必要のある 続する別表に定める日数の範囲内の期間。ただし、遠隔の地に赴く必要のある

場合において、任命権者が必要と認めるときは、別に１日を与えることができ 場合において、任命権者が必要と認めるときは、別に１日を与えることができ

る。 る。

(9) ～(11) （略） (9) ～(11) （略）

(12) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められ (12) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められ

る行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 連続する７日 る行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 連続する７日

（育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員等にあっては、その者の勤 （育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員等にあっては、その者の勤

務時間等を考慮し規則で定める日数）（週休日、祝日法による休日、年末年始 務時間等を考慮し規則で定める日数）（週休日、祝日法による休日、年末年始

の休日及び代休日（第１９号において「休日等」という。）を除く。）の範囲 の休日及び代休日（第１９号において「休日等」という。）を除く。）の範囲

内の期間 内の期間

(13)～(16) （略） (13)～(16) （略）

(17) 夏季において心身の健康の保持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務し (17) 夏季において心身の健康の保持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務し

ないことが相当であると認められる場合 １の年の７月から９月までの期間（ ないことが相当であると認められる場合 １の年の７月から９月までの期間（

以下この号において「取得期間」という。）内において７日（育児短時間勤務 以下この号において「取得期間」という。）内において７日（育児短時間勤務

職員等及び任期付短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し 職員等及び再任用短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し

任命権者が別に定める日数）の範囲内の期間。ただし、任命権者が必要と認め 任命権者が別に定める日数）の範囲内の期間。ただし、任命権者が必要と認め

るときは、取得期間を変更することができる。 るときは、取得期間を変更することができる。

(18) 自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動（専ら親 (18) 自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動（専ら親

族に対する支援となる活動を除く。）を行うため勤務しないことが相当である 族に対する支援となる活動を除く。）を行うため勤務しないことが相当である

と認められる場合 １の年度において５日（育児短時間勤務職員等及び任期付 と認められる場合 １の年度において５日（育児短時間勤務職員等及び再任用

短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し規則で定める日数 短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し規則で定める日数

）の範囲内で必要と認める期間 ）の範囲内で必要と認める期間

ア～ウ （略） ア～ウ （略）
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(19)・(20) （略） (19)・(20) （略）

(21) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の７週間（多胎妊娠の場 (21) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の７週間（多胎妊娠の場

合にあっては、１４週間）前の日から当該出産の日以後１年を経過する日まで 合にあっては、１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日まで

の期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達する の期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達する

までの子（妻の子を含む。）を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務 までの子（妻の子を含む。）を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務

しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における５日の範囲内 しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における５日の範囲内

の期間 の期間

(22) 次条第１項に規定する要介護者の介護その他の規則で定める世話を行う職 (22) 次条第１項に規定する要介護者の介護その他の規則で定める世話を行う職

員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 １ 員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 １

の年度において５日（同項 に規定する要介護者が２人以上の場合にあっ の年度において５日（次条第１項に規定する要介護者が２人以上の場合にあっ

ては、１０日）の範囲内の期間 ては、１０日）の範囲内の期間

(23) （略） (23) （略）
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議案第 ９０号参考資料

川口市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例（令和元年条例第１７号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（有給の特別休暇） （有給の特別休暇）

第１３条 会計年度任用職員（第９号から第１２号まで、第１４号及び第１５号に 第１３条 会計年度任用職員（第９号から第１２号まで、第１４号及び第１５号に

掲げる場合にあっては、規則で定める会計年度任用職員に限る。）は、次の各号 掲げる場合にあっては、規則で定める会計年度任用職員に限る。）は、次の各号

に掲げる場合に、当該各号に定める期間の有給の特別休暇を受けることができる。 に掲げる場合に、当該各号に定める期間の有給の特別休暇を受けることができる。

(1) ～(14) （略） (1) ～(14) （略）

(15) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の６週間（ (15) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の６週間（

多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）前の日から当該出産の日以後１年を経 多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経

過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の 過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の

始期に達するまでの子（妻の子を含む。）を養育する会計年度任用職員が、こ 始期に達するまでの子（妻の子を含む。）を養育する会計年度任用職員が、こ

れらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期 れらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期

間内における５日の範囲内においてその都度必要と認める期間 間内における５日の範囲内においてその都度必要と認める期間
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議案第 ９１号参考資料

川口市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第７号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（育児休業をすることができない職員） （育児休業をすることができない職員）

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。 第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 川口市職員の定年等に関する条例第９条の規定により同条第１項に規定する

異動期間（同条の規定により延長された期間を含む。）を延長された同条例第

８条第２号に規定する管理監督職を占める職員

(4) （略） (3) （略）

(5) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員 (4) 次のいずれかに該当する非常勤職員 以外の非常勤職員

ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 ア 次のいずれにも該当する非常勤職員

(ｱ) その養育する子（育児休業法第２条第１項に規定する子をいう。以下同 (ｱ) その養育する子（育児休業法第２条第１項に規定する子をいう。以下同

じ。）が１歳６箇月に達する日（以下「１歳６箇月到達日」という。）（ じ。）が１歳６箇月に達する日（以下「１歳６箇月到達日」という。）（

当該子の出生の日から第３条の２に規定する期間内に育児休業をしようと 第２条の４

する場合にあっては当該期間の末日から６月を経過する日、第２条の４の の

規定に該当する場合にあっては当該子が２歳に達する日）までに、その任 規定に該当する場合にあっては、２歳 に達する日）までに、その任

期（任期が更新される場合にあっては、更新後のもの）が満了すること及 期（任期が更新される場合にあっては、更新後のもの）が満了すること及

び引き続いて任命権者を同じくする職（以下「特定職」という。）に び 任命権者を同じくする職（以下「特定職」という。）に引き

採用されないことが明らかでない非常勤職員 続き採用されないことが明らかでない非常勤職員

(ｲ) （略） (ｲ) （略）

イ 次のいずれかに該当する非常勤職員 イ 第２条の３第３号に掲げる場合に該当する非常勤職員（その養育する子が

(ｱ) その養育する子が１歳に達する日（以下「１歳到達日」という。）（当 １歳に達する日（以下この号及び同条において「１歳到達日」という。）（

該子について当該非常勤職員が第２条の３第２号に掲げる場合に該当して 当該子について当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当

する育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合 該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日）において

にあっては、当該末日とされた日。以下この(ｱ) において同じ。）におい 育児休業をしている非常勤職員に限る。）
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て育児休業をしている非常勤職員であって、同条第３号に掲げる場合に該

当して当該子の１歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業

をしようとするもの

(ｲ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常

勤職員であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて

特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更

新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする

育児休業をしようとするもの

ウ その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤

職員であって、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は

当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末

日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児

休業をしようとするもの

（育児休業法第２条第１項の条例で定める日） （育児休業法第２条第１項の条例で定める日）

第２条の３ 育児休業法第２条第１項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合 第２条の３ 育児休業法第２条第１項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) １歳から１歳６箇月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる (3) １歳から１歳６箇月に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子

場合のいずれにも該当する場合（当該子についてこの号に掲げる場合に該当し の１歳到達日（当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してす

て育児休業をしている場合であって第３条第７号に掲げる事情に該当するとき る育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相

はイ及びウに掲げる場合に該当する場合、市長が定める特別の事情がある場合 当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の

にあってはウに掲げる場合に該当する場合） 当該子の１歳６箇月到達日 １歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日（当該育児休業の期

間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なると

きは、そのいずれかの日））の翌日（当該子の１歳到達日後の期間においてこ

の号に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育

児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の

満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日

又は当該引き続き採用される日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をし

ようとする場合であって、次に掲げる場合のいずれにも該当するとき 当該子
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の１歳６箇月到達日

ア 当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が前号に掲げる場

合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合

若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日と

された日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた

日（当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末

日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日））の翌日（当該配偶者が

この号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をす

る場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前

の日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

イ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員 ア 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員

が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該 がする育児休業 の期間の末日とされた日が当該

子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日）において育 子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日）において育

児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の１歳到達日（ 児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の１歳到達日（

当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする地方 当該配偶者がする 地方

等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあ 等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあ

っては、当該末日とされた日）において地方等育児休業をしている場合 っては、当該末日とされた日）において地方等育児休業をしている場合

ウ （略） イ （略）

エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員

が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該

子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日）後の期間に

おいてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合

（育児休業法第２条第１項の条例で定める場合） （育児休業法第２条第１項の条例で定める場合）

第２条の４ 育児休業法第２条第１項の条例で定める場合は、１歳６箇月から２歳 第２条の４ 育児休業法第２条第１項の条例で定める場合は、１歳６箇月から２歳

に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の１歳６箇月到達日の翌

該当する場合（当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合 日（当該子の１歳６箇月到達日後の期間においてこの条の規定に該当してその任

であって次条第７号に掲げる事情に該当するときは第２号及び第３号に掲げる場 期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、

合に該当する場合、市長が定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる 当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるもの

場合に該当する場合）とする。 にあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日）を育児休業

の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次の各号のいずれに
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も該当するときとする。

(1) 当該非常勤職員が当該子の１歳６箇月到達日の翌日（当該非常勤職員の配偶

者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休

業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日

以前の日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

(2) ・(3) （略） (1) ・(2) （略）

(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６箇月到達日後の期間にお

いてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

（育児休業法第２条第１項ただし書の人事院規則で定める期間を基準として条例

で定める期間）

第２条の５ 育児休業法第２条第１項ただし書の人事院規則で定める期間を基準と

して条例で定める期間は、５７日間とする。

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情） （育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情）

第３条 育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げ 第３条 育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げ

る事情とする。 る事情とする。

(1) ～(4) （略） (1) ～(4) （略）

(5) 育児休業（この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係る子につい

て既にしたものを除く。）の終了後、３月以上の期間を経過したこと（当該育

児休業をした職員が、当該育児休業の承認の請求の際育児休業により当該子を

養育するための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合

に限る。）。

(5) （略） (6) （略）

(6) 第２条の３第３号に掲げる場合に該当すること又は前条 の規定に該当 (7) 第２条の３第３号に掲げる場合に該当すること又は第２条の４の規定に該当

すること。 すること。

(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の (8) その任期 の末日を育児休業の期間の

末日とする育児休業をしているもの が、当該任期を 末日とする育児休業をしている非常勤職員が、当該育児休業に係る子について、

更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されるこ 当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き採用されるこ

とに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又 とに伴い、当該任期の 末日の翌日又

は当該採用の日 を育児休業の期間の初日とする育児休業をしよう は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしよう

とすること。 とすること。
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（育児休業法第２条第１項第１号の条例で定める期間）

第３条の２ 育児休業法第２条第１項第１号の条例で定める期間は、５７日間とす

る。

（育児短時間勤務をすることができない職員） （育児短時間勤務をすることができない職員）

第１０条 育児休業法第１０条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とす 第１０条 育児休業法第１０条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とす

る。 る。

(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 川口市職員の定年等に関する条例第９条の規定により同条第１項に規定する

異動期間（同条の規定により延長された期間を含む。）を延長された同条例第

８条第２号に規定する管理監督職を占める職員

（育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して１年を経過しない場合に育児短 （育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して１年を経過しない場合に育児短

時間勤務をすることができる特別の事情） 時間勤務をすることができる特別の事情）

第１１条 育児休業法第１０条第１項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に 第１１条 育児休業法第１０条第１項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に

掲げる事情とする。 掲げる事情とする。

(1) ～(5) （略） (1) ～(5) （略）

(6) 育児短時間勤務（この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に (6) 育児短時間勤務（この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に

係る子について既にしたものを除く。）の終了後、３月以上の期間を経過した 係る子について既にしたものを除く。）の終了後、３月以上の期間を経過した

こと（当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の こと（当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の

際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児短時間勤務 際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児休業等計画

計画書により任命権者に申し出た場合に限る。）。 書 により任命権者に申し出た場合に限る。）。

(7) （略） (7) （略）

（育児短時間勤務職員等についての給与条例の特例） （育児短時間勤務職員等についての給与条例の特例）

第１７条 育児短時間勤務の承認を受けた職員（育児休業法第１７条の規定による 第１７条 育児短時間勤務の承認を受けた職員（育児休業法第１７条の規定による

短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」とい 短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」とい

う。）についての給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与 う。）についての給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与

条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす 条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 る。
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（略） （略）

第４条第２項 （略） 定めるものとし、当該職員の給料 第４条第２項 （略） 定めるものとし、その者 の給料
月額は、当該職員の受ける号給に 月額は、その者 の受ける号給に
応じた額に、算出率を乗じて得た 応じた額に、算出率を乗じて得た
額とする 額とする

第４条第４項 （略） 決定するものとし、当該職員の給 第４条第４項 （略） 決定するものとし、その者 の給
料月額は、当該職員の受ける号給 料月額は、その者 の受ける号給
に応じた額に、算出率を乗じて得 に応じた額に、算出率を乗じて得
た額とする た額とする

第４条第９項 とする に、算出率を乗じて得た額とする

第４条第１０項 （略） 第４条の２ （略）

第９条第２項第 定年前再任用 （略） 第９条第２項第 再任用短時間 （略）
２号 短時間勤務職 ２号 勤務職員

員

（略） （略）

第１２条第３項 前項 川口市職員の育児休業等に関する
条例（平成４年条例第７号。以下
「育児休業条例」という。）第１
７条

第１２条第４項 第２項 育児休業条例第１７条

第１２条第５項 （略） 要しない。ただし、当該時間が川 第１２条第５項 （略） 要しない。ただし、当該時間が育
口市職員の育児休業等に関する条 児休業条例
例（平成４年条例第７号）第１７ 第１７
条の規定により読み替えられた第 条の規定により読み替えられた第
１項ただし書に規定する勤務時間 １項ただし書に規定する勤務時間
等に関する条例第３条第２項に規 等に関する条例第３条第２項に規
定する規則で定める勤務時間に達 定する規則で定める勤務時間に達
するまでの間の勤務に係る時間で するまでの間の勤務に係る時間で
ある場合にあっては、第１５条の ある場合にあっては、第１５条の
２に規定する勤務１時間当たりの ２に規定する勤務１時間当たりの
給与額に１００分の１５０（その 給与額に１００分の１５０（その
時間が午後１０時から翌日の午前 時間が午後１０時から翌日の午前
５時までの間である場合は、１０ ５時までの間である場合は、１０
０分の１７５）から１００分の１ ０分の１７５）から１００分の１
００（その時間が午後１０時から ００（その時間が午後１０時から
翌日の午前５時までの間である場 翌日の午前５時までの間である場
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合は、１００分の１２５）を減じ 合は、１００分の１２５）を減じ
た割合を乗じて得た額とする た割合を乗じて得た額とする

（略） （略）

（育児短時間勤務職員等についての職員の特殊勤務手当に関する条例の特例） （育児短時間勤務職員等についての職員の特殊勤務手当に関する条例の特例）

第１８条 育児短時間勤務職員等についての川口市職員の特殊勤務手当に関する条 第１８条 育児短時間勤務職員等についての川口市職員の特殊勤務手当に関する条

例（昭和３５年条例第７号）の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同 例（昭和３５年条例第７号）の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同

条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす 条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 る。

第１８条の見出 定年前再任用 （略） 第１８条の見出 再任用短時間 （略）
し、同条第２項 短時間勤務職 し、同条第２項 勤務職員
及び第３項 員 及び第３項

第１８条第１項 定年前再任用 （略） 第１８条第１項 再任用短時間 （略）
短時間勤務職 勤務職員
員

（略） （略）

（部分休業をすることができない職員） （部分休業をすることができない職員）

第２０条 育児休業法第１９条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とす 第２０条 育児休業法第１９条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とす

る。 る。

(1) （略） (1) （略）

(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して市長が定める非常勤職員 (2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して市長が定める非常勤職員

以外の非常勤職員（地方公務員法第２２条の４第１項に規定する短時間勤務の 以外の非常勤職員（地方公務員法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の

職を占める職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。）を除く。 職を占める職員（以下「再任用短時間勤務職員 」という。）を除く。

） ）

（部分休業の承認） （部分休業の承認）

第２１条 部分休業（育児休業法第１９条第１項に規定する部分休業をいう。以下 第２１条 部分休業（育児休業法第１９条第１項に規定する部分休業をいう。以下

同じ。）の承認は、正規の勤務時間（勤務時間等に関する条例第８条第１項に規 同じ。）の承認は、正規の勤務時間（勤務時間等に関する条例第８条第１項に規

定する正規の勤務時間をいう。）（非常勤職員（定年前再任用短時間勤務職員等 定する正規の勤務時間をいう。）（非常勤職員（再任用短時間勤務職員
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を除く。以下この条において同じ。）にあっては、当該非常勤職員について定め を除く。以下この条において同じ。）にあっては、当該非常勤職員について定め

られた勤務時間）の始め又は終わりにおいて、３０分を単位として行うものとす られた勤務時間）の始め又は終わりにおいて、３０分を単位として行うものとす

る。 る。

２・３ （略） ２・３ （略）
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議案第 ９２号参考資料

川口市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市職員退職手当支給条例（昭和３７年条例第６８号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（退職手当の支給） （退職手当の支給）

第２条 この条例の規定による退職手当は、前条に規定する職員のうち常時勤務に 第２条 この条例の規定による退職手当は、前条に規定する職員のうち常時勤務に

服することを要する者（ 服することを要する者（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の

４第１項、第２８条の５第１項若しくは第２８条の６第１項若しくは第２項又は

川口市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２７年条例第１０号）第 川口市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２７年条例第１０号）第

４条の規定により採用された者を除く。以下「職員」という。）が退職した場合 ４条の規定により採用された者を除く。以下「職員」という。）が退職した場合

に、その者（死亡による退職の場合には、その遺族）に支給する。 に、その者（死亡による退職の場合には、その遺族）に支給する。

２ 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日（ ２ 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日（

法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又 法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又

は休暇を与えられた日を含む。）が１８日以上ある月が引き続いて１２月を超え は休暇を与えられた日を含む。）が１８日以上ある月が引き続いて１２月を超え

るに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務 るに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務

することとされている者は、職員とみなして、この条例（第４条中１１年以上２ することとされている者は、職員とみなして、この条例（第４条中１１年以上２

５年未満の期間勤続し通勤による負傷又は病気（以下「傷病」という。）による ５年未満の期間勤続し通勤による負傷又は病気（以下「傷病」という。）による

退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第５条中公務上の傷病又は 退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第５条中公務上の傷病又は

死亡による退職に係る部分並びに２５年以上勤続した者の通勤による傷病による 死亡による退職に係る部分並びに２５年以上勤続した者の通勤による傷病による

退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。）の規定を適用する。た 退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。）の規定を適用する。た

だし、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第１項第１号に だし、地方公務員法 第２２条の２第１項第１号に

掲げる職員については、この限りでない。 掲げる職員については、この限りでない。

（１１年以上２５年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額） （１１年以上２５年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額）

第４条 １１年以上２５年未満の期間勤続して退職した者（地方公務員法第２８条 第４条 １１年以上２５年未満の期間勤続して退職した者（地方公務員法第２８条

の６第１項の規定により退職した者（同法第２８条の７第１項の期限又は同条第 の２第１項の規定により退職した者（同法第２８条の３第１項の期限又は同条第

２項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。）若しくはこ ２項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。）若しくはこ

-53-



れに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて れに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて

退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任 退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任

命権者が市長の承認を得たものに限る。）又は２５年未満の期間勤続し、勤務公 命権者が市長の承認を得たものに限る。）又は２５年未満の期間勤続し、勤務公

署の移転により退職した者であって任命権者が市長の承認を得たものに対する退 署の移転により退職した者であって任命権者が市長の承認を得たものに対する退

職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額（以下「退職日給料月額 職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額（以下「退職日給料月額

」という。）に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割 」という。）に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割

合を乗じて得た額の合計額とする。 合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) ～(3) （略） (1) ～(3) （略）

２ （略） ２ （略）

（整理退職等の場合の退職手当の基本額） （整理退職等の場合の退職手当の基本額）

第５条 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生 第５条 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生

ずることにより退職した者であって任命権者が市長の承認を得たもの、公務上の ずることにより退職した者であって任命権者が市長の承認を得たもの、公務上の

傷病又は死亡により退職した者又は２５年以上勤続して退職した者（地方公務員 傷病又は死亡により退職した者又は２５年以上勤続して退職した者（地方公務員

法第２８条の６第１項の規定により退職した者（同法第２８条の７第１項の期限 法第２８条の２第１項の規定により退職した者（同法第２８条の３第１項の期限

又は同条第２項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。） 又は同条第２項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。）

若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任 若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任

期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者 期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

若しくは勤務公署の移転により退職した者であって任命権者が市長の承認を得た 若しくは勤務公署の移転により退職した者であって任命権者が市長の承認を得た

ものに限る。）に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続 ものに限る。）に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続

期間を次の各号に区分して当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。 期間を次の各号に区分して当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) ～(4) （略） (1) ～(4) （略）

２ （略） ２ （略）

（給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の （給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の

退職手当の基本額に係る特例） 退職手当の基本額に係る特例）

第５条の２ （略） 第５条の２ （略）

２ 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職（この条例その他の条例の規 ２ 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職（この条例その他の条例の規

定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除 定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除

く。）の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの（当該 く。）の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの（当該

期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第１０条第５項 期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第１０条第５項

に規定する職員以外の地方公務員等若しくは同項第４号に規定する特定一般地方 に規定する職員以外の地方公務員等若しくは同項第４号に規定する特定一般地方
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独立行政法人等職員として退職したことにより退職手当（これに相当する給与を 独立行政法人等職員として退職したことにより退職手当（これに相当する給与を

含む。）の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の 含む。）の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の

日以前の期間及び同条第７項 の規定により職員としての引き続いた在職期間 日以前の期間及び第１０条第７項の規定により職員としての引き続いた在職期間

の全期間が切り捨てられたこと又は第１７条第１項若しくは第１９条第１項の規 の全期間が切り捨てられたこと又は第１７条第１項若しくは第１９条第１項の規

定により一般の退職手当等（一般の退職手当及び第１４条の規定による退職手当 定により一般の退職手当等（一般の退職手当及び第１４条の規定による退職手当

をいう。以下同じ。）の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一 をいう。以下同じ。）の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一

般の退職手当等の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手 般の退職手当等の支給を受けなかったことがある場合における当該一般の退職手

当等に係る退職の日以前の期間（これらの退職の日に職員、第１０条第５項に規 当等に係る退職の日以前の期間（これらの退職の日に職員、第１０条第５項に規

定する職員以外の地方公務員等又は同項第４号に規定する特定一般地方独立行政 定する職員以外の地方公務員等又は同項第４号に規定する特定一般地方独立行政

法人等職員となったときは、当該退職の日前の期間）を除く。）をいう。 法人等職員となったときは、当該退職の日前の期間）を除く。）をいう。

(1) ～(19) （略） (1) ～(19) （略）

（定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例） （定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例）

第５条の３ 第４条第１項及び第５条第１項に規定する者（２０年以上勤続し、法 第５条の３ 第４条第１項及び第５条第１項に規定する者（２０年以上勤続し、法

律の規定に基づく任期を終えて退職した者及び勤務公署の移転により退職した者 律の規定に基づく任期を終えて退職した者及び勤務公署の移転により退職した者

であって任命権者が市長の承認を得たものを除く。）のうち、定年退職日から１ であって任命権者が市長の承認を得たものを除く。）のうち、定年退職日から１

年前までに退職した者であって、その勤続期間が２０年以上であり、かつ、その 年前までに退職した者であって、その勤続期間が２０年以上であり、かつ、その

年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から２０年を減じた年 年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から１５年を減じた年

齢以上であるものに対する第４条第１項、第５条第１項及び前条第１項の規定の 齢以上であるものに対する第４条第１項、第５条第１項及び前条第１項の規定の

適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ 適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 ぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

（略） （略）

（退職手当の調整額） （退職手当の調整額）

第９条の４ 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間（第 第９条の４ 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間（第

５条の２第２項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。）の初日の属する月 ５条の２第２項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。）の初日の属する月

からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月（地方公務員法第２７条 からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月（地方公務員法第２７条

及び第２８条の規定による休職（公務上の傷病による休職、通勤による傷病によ 及び第２８条の規定による休職（公務上の傷病による休職、通勤による傷病によ

る休職及び職員を地方住宅供給公社法（昭和４０年法律第１２４号）に規定する る休職及び職員を地方住宅供給公社法（昭和４０年法律第１２４号）に規定する

地方住宅供給公社、地方道路公社法（昭和４５年法律第８２号）に規定する地方 地方住宅供給公社、地方道路公社法（昭和４５年法律第８２号）に規定する地方
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道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年法律第６６号） 道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律（昭和４７年法律第６６号）

に規定する土地開発公社（以下「地方公社」という。）又は国家公務員退職手当 に規定する土地開発公社（以下「地方公社」という。）又は国家公務員退職手当

法施行令（昭和２８年政令第２１５号。以下「施行令」という。）第６条に規定 法施行令（昭和２８年政令第２１５号。以下「施行令」という。）第６条に規定

する法人（退職手当（これに相当する給与を含む。）に関する規程において、職 する法人（退職手当（これに相当する給与を含む。）に関する規程において、職

員が地方公社又はその法人の業務に従事するために休職され、引き続いて地方公 員が地方公社又はその法人の業務に従事するために休職され、引き続いて地方公

社又はその法人に使用される者となった場合におけるその者の在職期間の計算に 社又はその法人に使用される者となった場合におけるその者の在職期間の計算に

ついては、地方公社又はその法人に使用される者としての在職期間はなかったも ついては、地方公社又はその法人に使用される者としての在職期間はなかったも

のとすることと定めているものに限る。以下「休職指定法人」という。）の業務 のとすることと定めているものに限る。以下「休職指定法人」という。）の業務

に従事させるための休職を除く。）、地方公務員法第２９条の規定による停職そ に従事させるための休職を除く。）、地方公務員法第２９条の規定による停職そ

の他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある の他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある

月（現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。第１０条第４項に 月（現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。以下

おいて「休職月等」という。）のうち市長が別に定めるものを除く。）ごとに当 「休職月等」という。）のうち市長が別に定めるものを除く。）ごとに当

該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定 該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定

める額（以下この項及び第５項において「調整月額」という。）のうちその額が める額（以下 「調整月額」という。）のうちその額が

最も多いものから順次その順位を付し、その第１順位から第６０順位までの調整 最も多いものから順次その順位を付し、その第１順位から第６０順位までの調整

月額（当該各月の月数が６０月に満たない場合には、当該各月の調整月額）を合 月額（当該各月の月数が６０月に満たない場合には、当該各月の調整月額）を合

計した額とする。 計した額とする。

(1) ～(8) （略） (1) ～(8) （略）

２～５ （略） ２～５ （略）

（失業者の退職手当） （失業者の退職手当）

第１５条 （略） 第１５条 （略）

２・３ （略） ２・３ （略）

４ 第１項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことそ ４ 第１項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことそ

の他の市長が定める理由によるものである職員が 当該退職後一定の期間求職の の他の市長が定める理由によるものである職員が、当該退職後一定の期間求職の

申込みをしないことを希望する場合において、市長が定めるところにより、市長 申込みをしないことを希望する場合において、市長が定めるところにより、市長

にその旨を申し出たときは、第１項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当 にその旨を申し出たときは、第１項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当

該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間（１年 該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間（１年

を限度とする。）に相当する期間を合算した期間（当該求職の申込みをしないこ を限度とする。）に相当する期間を合算した期間（当該求職の申込みをしないこ

とを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間 とを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間
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に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当す に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当す

る期間を加算した期間）」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内 る期間を加算した期間）」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内

」と、前項中「支給期間」とあるのは「第４項において読み替えられた第１項に 」と、前項中「支給期間」とあるのは「第４項において読み替えられた第１項に

規定する支給期間」とし、当該退職の日後に事業（その実施期間が３０日未満の 規定する支給期間」とする

ものその他市長が別に定めるものを除く。）を開始した職員その他これに準ずる

ものとして市長が別に定める職員が、市長が別に定めるところにより、市長にそ

の旨を申し出たときは、当該事業の実施期間（当該実施期間の日数が４年から第

１項及びこの項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合に

おける当該超える日数を除く。）は、第１項及びこの項の規定による期間に算入

しない。 。

５～１０ （略） ５～１０ （略）

１１ 第１項、第３項及び第５項から前項までに定めるもののほか、第１項又は第 １１ 第１項、第３項及び第５項から前項までに定めるもののほか、第１項又は第

３項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該 ３項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該

当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇 当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇

用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転 用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転

費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。 費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

(1) ～(4) （略） (1) ～(4) （略）

(5) 公共職業安定所、職業安定法第４条第９項に規定する特定地方公共団体若し (5) 公共職業安定所、職業安定法第４条第８項に規定する特定地方公共団体若し

くは同法第１８条の２に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、 くは同法第１８条の２に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、

又は市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第５８条第１項に規定す 又は市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第５８条第１項に規定す

る公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第２項 る公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第２項

に規定する移転費の額に相当する金額 に規定する移転費の額に相当する金額

(6) （略） (6) （略）

１２～１７ （略） １２～１７ （略）

（退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限） （退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限）

第１９条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払わ 第１９条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払わ

れていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係 れていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係

る退職手当管理機関は、当該退職をした者（第１号又は第２号に該当する場合に る退職手当管理機関は、当該退職をした者（第１号又は第２号に該当する場合に

おいて、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払 おいて、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払
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を受ける権利を承継した者）に対し、第１７条第１項に規定する事情及び同項各 を受ける権利を承継した者）に対し、第１７条第１項に規定する事情及び同項各

号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該 号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該

一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができ 一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができ

る。 る。

(1) （略） (1) （略）

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員とし (2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員とし

ての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第２９条第３項の規定に ての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第２９条第３項の規定に

よる懲戒免職処分（以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」と よる懲戒免職処分（以下「再任用職員 に対する免職処分」と

いう。）を受けたとき。 いう。）を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者（定年前再任用短時間勤務職員 (3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者（再任用職員

に対する免職処分の対象となる者を除く。）について、当該退職後に当該一般 に対する免職処分の対象となる者を除く。）について、当該退職後に当該一般

の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲 の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲

戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。 戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

２～６ （略） ２～６ （略）

（退職をした者の退職手当の返納） （退職をした者の退職手当の返納）

第２０条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた 第２０条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた

後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管 後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管

理機関は、当該退職をした者に対し、第１７条第１項に規定する事情のほか、当 理機関は、当該退職をした者に対し、第１７条第１項に規定する事情のほか、当

該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額（当該退職 該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額（当該退職

をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第１５条第３項、第 をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第１５条第３項、第

６項又は第８項の規定による退職手当の支給を受けることができた者（次条及び ６項又は第８項の規定による退職手当の支給を受けることができた者（次条及び

第２２条において「失業手当受給可能者」という。）であった場合には 、 第２２条において「失業手当受給可能者」という。）であった場合にあっては、

これらの規定により算出される金額（次条及び第２２条において「失業者退職手 これらの規定により算出される金額（次条及び第２２条において「失業者退職手

当額」という。）を除く。）の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことがで 当額」という。）を除く。）の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことがで

きる。 きる。

(1) （略） (1) （略）

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員とし (2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員とし

ての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する ての引き続いた在職期間中の行為に関し再任用職員 に対する

免職処分を受けたとき。 免職処分を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者（定年前再任用短時間勤務職員 (3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者（再任用職員
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に対する免職処分の対象となる職員を除く。）について、当該一般の退職手当 に対する免職処分の対象となる職員を除く。）について、当該一般の退職手当

等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処 等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処

分を受けるべき行為をしたと認めたとき。 分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

２～６ （略） ２～６ （略）

（退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付） （退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付）

第２２条 退職をした者（死亡による退職の場合には、その遺族）に対し当該退職 第２２条 退職をした者（死亡による退職の場合には、その遺族）に対し当該退職

に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の

額の支払を受けた者（以下この条において「退職手当の受給者」という。）が当 額の支払を受けた者（以下この条において「退職手当の受給者」という。）が当

該退職の日から６月以内に第２０条第１項又は前条第１項の規定による処分を受 該退職の日から６月以内に第２０条第１項又は前条第１項の規定による処分を受

けることなく死亡した場合（次項から第５項までに規定する場合を除く。）にお けることなく死亡した場合（次項から第５項までに規定する場合を除く。）にお

いて、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人（包 いて、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人（包

括受遺者を含む。以下この項から第６項までにおいて同じ。）に対し、当該退職 括受遺者を含む。以下この条 において同じ。）に対し、当該退職

の日から６月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基 の日から６月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基

礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為 礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為

をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手 をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手

当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から６月以内に限り、当該相 当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から６月以内に限り、当該相

続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる 続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる

職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと 職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと

認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が 認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該退職をした者が

失業手当受給可能者であった場合には 、失業者退職手当額を除く。）の全 失業手当受給可能者であった場合にあっては、失業者退職手当額を除く。）の全

部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。 部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

２ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に第２０条第５項又は前条第 ２ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に第２０条第５項又は前条第

３項において準用する川口市行政手続条例第１５条第１項の規定による通知を受 ３項において準用する川口市行政手続条例第１５条第１項の規定による通知を受

けた場合において、第２０条第１項又は前条第１項の規定による処分を受けるこ けた場合において、第２０条第１項又は前条第１項の規定による処分を受けるこ

となく死亡したとき（次項から第５項までに規定する場合を除く。）は、当該退 となく死亡したとき（次項から第５項までに規定する場合を除く。）は、当該退

職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に 職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に

限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係 限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係

る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中 る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中

に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該 に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該
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一般の退職手当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合に 一般の退職手当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合に

は 、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命 あっては、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命

ずる処分を行うことができる。 ずる処分を行うことができる。

３ 退職手当の受給者（遺族を除く。以下この項から第５項までにおいて同じ。） ３ 退職手当の受給者（遺族を除く。以下この項から第５項までにおいて同じ。）

が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起 が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起

訴をされた場合（第１８条第１項第１号に該当する場合を含む。次項において同 訴をされた場合（第１８条第１項第１号に該当する場合を含む。次項において同

じ。）において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第２０条 じ。）において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第２０条

第１項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職 第１項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職

手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、当該退 手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、当該退

職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職 職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職

手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等 手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等

処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手 処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手

当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には 、失 当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、失

業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行 業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行

うことができる。 うことができる。

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期間中の行為に係 ４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に基礎在職期間中の行為に係

る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑 る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑

に処せられた後において第２０条第１項の規定による処分を受けることなく死亡 に処せられた後において第２０条第１項の規定による処分を受けることなく死亡

したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡 したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡

の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をし の日から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をし

た者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一 た者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一

般の退職手当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には 般の退職手当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあ

、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ず っては、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ず

る処分を行うことができる。 る処分を行うことができる。

５ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に当該退職に係る一般の退職 ５ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に当該退職に係る一般の退職

手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し 手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し

定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第２０条 再任用職員 に対する免職処分を受けた場合において、第２０条

第１項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職 第１項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職

手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、当該退 手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から６月以内に限り、当該退

職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任 職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し再任用職員
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用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職 に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職

手当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には 、 手当等の額（当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、

失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を 失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を

行うことができる。 行うことができる。

６～８ （略） ６～８ （略）

附 則 附 則

１ この条例は、公布の日から施行し、昭和３７年１２月１日 １ この条例は、公布の日から施行し、昭和３７年１２月１日（以下「適用日」と

以後の退職による退職手当について適用する。 いう。）以後の退職による退職手当について適用する。

２ 適用日の前日以前の退職による退職手当の支給については、なお従前の例によ

る。

３ 常時勤務に服することを要しない者で適用日の前日に雇用されている者が、適

用日以後最初に退職した場合（第２条第２項の規定により職員とみなされる場合

を除く。）においてこの条例による改正前の川口市職員退職手当支給条例（以下

「旧条例」という。）第８条第２項の規定によれば退職手当の支給を受けること

ができた者に該当するときは、その者を第２条第１項の職員とみなして退職手当

を支給する。

４ 職員の適用日の前日を含む月以前における旧条例第８条第２項に規定する常勤

を要しない職員としての勤続期間は、従前の例により計算し、これを同月後の引

き続いた勤続期間に加算するものとする。

２ 第２条第２項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者の同項に ５ 第２条第２項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者の同項に

規定する勤務した月が引き続いて６月を超えるに至った場合 規定する勤務した月が引き続いて６月を超えるに至った場合（附則第３項の規定

には、当分の間、その者を同項の職員とみなして、こ に該当する場合を除く。）には、当分の間、その者を同項の職員とみなして、こ

の条例の規定を適用する。この場合において、その者に対する第３条から第５条 の条例の規定を適用する。この場合において、その者に対する第３条から第５条

までの規定による退職手当の額は、これらの規定により計算した退職手当の額の までの規定による退職手当の額は、これらの規定により計算した退職手当の額の

１００分の５０に相当する金額とする。 １００分の５０に相当する金額とする。

６ 適用日の前日に在職する職員で第２条の職員に該当する者が適用日以後に次の

各号に掲げる退職（公務上の死亡以外の死亡による退職で任命権者が市長の承認

を得て定めるものを除く。）をした場合には、その者に支給すべき退職手当の額

は、第２条の４から第５条の３まで及び第９条から第９条の５までの規定にかか
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わらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 第３条第１項又は第５条第１項の規定に該当する退職（傷病又は死亡による

退職に限る。） その者につき旧条例第４条（死亡により退職した者にあって

は、旧条例附則第６項を含む。以下この項において同じ。）の規定により計算

した退職手当の額と第３条第１項又は第５条第１項の規定により計算した退職

手当の額とのいずれか多い額

(2) 第４条第１項の規定に該当する退職（勤務公署の移転による退職に限る。）

その者につき旧条例第５条の規定により計算した退職手当の額と第４条第１

項の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額

(3) 第９条又は第９条の２の規定に該当する退職 その者につき旧条例第３条、

第４条又は第５条の規定により計算した退職手当の額と第２条の４、第３条、

第５条から第５条の３まで及び第９条から第９条の４までの規定により計算し

た退職手当の額とのいずれか多い額

３ 前項 の規定の適用を受ける者（引き続き同項に規定する者であるものと ７ 附則第５項の規定の適用を受ける者（引き続き同項に規定する者であるものと

した場合に、同項の規定の適用を受けることができた者を含む。）に対する第１ した場合に、同項の規定の適用を受けることができた者を含む。）に対する第１

１条のこの規定の適用については、同条中「１２月」とあるのは「６月」とする。 １条のこの規定の適用については、同条中「１２月」とあるのは「６月」とする。

４ （略） ８ （略）

９ 適用日の前日に現に在職する職員のうち次に掲げるものが、年齢５０年以上で、

その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した場合には、第５条の規定に該

当する場合のほか当分の間、同条の規定による退職手当を支給することができる。

(1) 先に職員として在職した者のうち、任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続

いて附則第１１項に規定する外国政府職員等となるため退職し、かつ、外国政

府職員等としての身分を失った後に引き続いて再び職員となったもの（附則第

１３項第２号又は附則第１７項の規定により在職期間が引き続いたものとみな

される期間内に再び職員となったものを含む。）

(2) 前号に掲げる者のほか、職員としての勤続期間が１５年以上の者

１０ 昭和２８年１２月３１日に現に在職していた職員の同年同月同日以前におけ

る勤続期間の計算については、附則第１１項から第１４項までの規定によるほか、

第１０条（同条第５項中段を除く。）、第１１条、第１２条並びに川口市職員退

職手当支給条例の一部を改正する条例（昭和４９年条例第１７号。以下「条例第
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１７号」という。）附則第７項の規定の例による。

１１ 昭和２８年１２月３１日に現に在職していた職員の同日以前における次の各

号に掲げる期間は、当該各号に規定する者の職員としての在職期間とみなす。こ

の場合において、当該各号に規定する者が、当該各号に掲げる期間に係る者とし

ての身分を失った際に、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を

受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間の３分の２の期間は、

その者の職員としての引続いた在職期間には、含まないものとする。

(1) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧奨を受け、引き

続いて外国政府又は日本政府若しくは外国政府と特殊の関係があった法人で外

国において日本たばこ産業株式会社法（昭和５９年法律第６９号）附則第１２

条第１項の規定による解散前の日本専売公社（以下「旧専売公社」という。）、

日本国有鉄道改革法（昭和６１年法律第８７号）附則第２項の規定による廃止

前の日本国有鉄道法（昭和２３年法律第２５６号）第１条の規定により設立さ

れた日本国有鉄道（以下「旧日本国有鉄道」という。）若しくは日本電信電話

株式会社等に関する法律（昭和５９年法律第８５号）附則第４条第１項の規定

による解散前の日本電信電話公社（以下「旧電信電話公社」という。）の事業

と同種の事業を行っていたもので、施行令附則第３項第３号の規定により総務

大臣が指定するものの職員（以下「外国政府職員等」という。）となるため退

職し、かつ、外国政府職員等としての身分を失った後に引き続いて再び職員と

なったものの当該外国政府職員等としての引き続いた在職期間の３分の２の期

間

(2) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧奨を受け、引き

続いて旧国民医療法（昭和１７年法律第７０号）に規定する日本医療団（以下

「医療団」という。）の職員（以下「医療団職員」という。）となるため退職

し、かつ、医療団の業務の地方公共団体への引き継ぎとともに引き続いて再び

職員となったものの当該医療団職員としての引き続いた在職期間の３分の２の

期間

(3) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧奨を受け、引き

続いて日本赤十字社の救護員（以下「救護員」という。）となるため退職し救

護員として旧日本赤十字社令（明治４３年勅令第２２８号）の規定に基づき戦

-63-



地勤務（恩給法の一部を改正する法律（昭和２８年法律第１５５号）附則第４

１条の２第１項に規定する戦地勤務をいう。以下同じ。）に服し、かつ、救護

員としての身分を失った後に引き続いて再び職員となったものの当該救護員と

して戦地勤務に服した期間の３分の２の期間

(4) 先に職員として在職した者であってア又はイに該当するもののア又はイに掲

げる期間

ア 任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国にあった特殊機関の職員

で、施行令附則第３項第６号の規定により総務大臣の指定するもの（以下「

外国特殊機関職員」という。）となるため退職し、かつ、外国特殊機関職員

としての身分を失った後に引き続いて再び職員となった者の当該外国特殊機

関職員としての引き続いた在職期間の３分の２の期間

イ 任命権者の承認又は勧奨を受け、引き続いて外国政府の職員となるため退

職し、当該外国政府の当該業務の外国にあった特殊機関への引き継ぎととも

に、引き続いて外国特殊機関職員となり、かつ、外国特殊機関職員としての

身分を失った後に引き続いて再び職員となった者の当該外国政府の職員及び

当該外国特殊機関職員としての引き続いた在職期間の３分の２の期間

１２ 昭和２８年１２月３１日に現に在職していた職員のうち、次の各号の一に掲

げるものの先の職員としての在職期間は、後の職員としての在職期間に引き続い

たものとみなす。

(1) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧奨を受けて他の

任命権者に属する職員となるため退職し、かつ、任命権者の手続きの遅延のた

め退職の日の翌々日以後において他に就職することなくその承認又は勧奨を受

けた他の任命権者に属する職員となったもの

(2) 先に職員として在職した者であって、任命権者の承認又は勧奨を受け、引き

続いて在外研究員又は外国留学生（以下「在外研究員等」という。）となるた

め退職し、かつ、その研究又は留学を終えた後に引き続いて再び職員となった

もの

１２の２ 昭和２０年８月１５日前に軍人軍属としての身分を失った者が、その身

分を失った日以後１２０日（特殊の事情があったものについては、任命権者の承

認する期間）以内に他に就職することなく職員となった場合においては、軍人軍
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属としての在職期間は、その者の職員としての在職期間に引き続いたものとみな

す。

１３ 昭和２０年８月１５日に現に次の各号の一に掲げる者であったものが当該各

号に掲げる日から昭和２８年１２月３１日までの間に他に就職することなく職員

となった場合においては、当該各号に掲げる者であった期間は、そのものの職員

としての在職期間に引き続いたものとみなす。

(1) 外地官署所属職員 外地官署所属職員の身分に関する勅令（昭和２１年勅令

第２８７号）の規定によりその身分を保留する期間が満了する日の翌日

(2) 外国政府職員等、外国特殊機関職員又は在外研究員等 昭和２０年８月１６

日

(3) 救護員で戦地勤務に服したことのある者又は軍人軍属 その身分を失った日

１４ 先に職員として在職した者であって、旧公職に関する就職禁止・退官・退職

等に関する勅令（昭和２１年勅令第１０９号）第１条若しくは旧公職に関する就

職禁止・退職等に関する勅令（昭和２２年勅令第１号）第３条の規定により退職

させられた者又はこれらに準ずる措置で施行令附則第６項の規定に基づく総理府

令で定めるものにより、その者の意思によらないで退職させられた者（先に職員

として在職し、終戦に伴い、昭和２０年８月１５日以後これらの措置により公職

につくことを禁ぜられた日前においてその者の意志によらないで退職した者のう

ち、これらの措置の適用を受けたもので、その禁ぜられた日（その禁ぜられた日

前に再び職員となった者については、その再び職員となった日）の前日までの間

に他に就職しなかった者を含む。）が、その退職の後、法令の規定又は特別の手

続きによりこれらの措置が解除された日（これらの措置により就職が制限されな

かった職員となった場合にあっては、当該退職の日）から昭和２８年１２月３１

日までの間に再び職員となった場合においては、先に職員として在職した期間は、

その者の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。ただし、これらの措

置が解除された日から１２０日を経過した日以後に再び職員となった場合におい

て、当該経過した日から再び職員となった日の前日までの間に他に就職していた

ことがあるときは、この限りでない。

１５ 昭和２８年１２月３１日に現に在職していた職員であって、職員以外の地方

公務員等（もとの外地の地方公共団体又はこれに準ずるものに勤務していた公務
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員を含む。以下本項及び次項において同じ。）から引き続いて職員となった者及

び同年同月同日に現に在職していた職員以外の地方公務員等であって昭和２９年

１月１日以後に引き続いて職員となったものの昭和２８年１２月３１日以前にお

ける職員以外の地方公務員等としての勤続期間の計算については、附則第１１項

から前項までの規定を準用するほか、第１０条第５項及び第７項、第１２条並び

に条例第１７号附則第７項の規定の例による。この場合において、第１０条第５

項ただし書中「退職により」とあるのは「退職（条例第１７号による改正前の第

１２条の２第１項の退職、附則第２０項の特殊退職及び附則第２１項に規定する

職員又は職員以外の地方公務員等として在職した後この条例の規定による退職手

当又はこれに相当する給与の支給を受けてした退職を除く。）により」と読み替

えるものとする。

１６ 前項の場合において、先に職員として在職した者であって昭和２８年１２月

３１日以前においてこの条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受け

ることなく引き続いて職員以外の地方公務員等となった者については、第２４条

第２項の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となった

者とみなして同項の規定を適用する。

１７ 昭和２０年８月１５日に現に附則第１３項各号に掲げる者（救護員で戦地勤

務に服したことのある者、外国特殊機関職員及び在外研究員等を除く。以下この

項において「外地官署所属職員等」という。）であった者で同日において本邦外

にあったもののうち、昭和２８年８月１日以後においてその本邦に帰還した日か

ら３年（特殊の事情があると認められる場合には、任命権者が市長と協議して定

める期間を加算した期間。以下この項において同じ。）以内に職員となったもの

又は同年８月１日以後においてその本邦に帰還した日から３年以内に職員以外の

地方公務員等となり、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後引き続

いて職員となった者については、外地官署所属職員等であった期間は、その者の

同年８月１日以後において最初に開始する職員又は職員以外の地方公務員等とし

ての在職期間に引き続いたものとみなし、かつ、当該職員以外の地方公務員等と

しての在職期間に引き続いたものとみなす場合にあっては当該職員以外の地方公

務員等としての在職期間に含まれるものとして、その勤続期間を計算するものと

する。ただし、本邦に帰還した日から当該職員又は職員以外の地方公務員等とし
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ての在職期間の開始の日の前日までの間に他に就職したことがある者については、

この限りでない。

１８ 前項に規定する者の昭和２８年７月３１日（同年８月１日以後に附則第１３

項第１号に規定する期間が満了する外地官署所属職員については、当該期間が満

了する日）以前における勤続期間の計算については、前項の規定に該当するもの

を除き、附則第１１項及び附則第１２項（これらの規定を附則第１５項において

準用する場合を含む。）並びに附則第１６項の規定を準用するほか、第１０条第

５項及び第７項並びに第１２条の規定の例による。この場合において、第１０条

第５項ただし書中「退職により」とあるのは「退職（附則第２０項の特殊退職及

び附則第２１項に規定する職員又は職員以外の地方公務員等として在職した後こ

の条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けてした退職を

除く。）により」と読み替えるものとする。

１９ 昭和２８年１２月３１日に現に在職する職員、同日に現に職員以外の地方公

務員等として在職し、同日後に引き続いて職員となった者又は附則第１７項に規

定する者のうち、職員としての引き続いた在職期間中において職員又は職員以外

の地方公務員等として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当

する給与の支給を受けて特殊退職をし、かつ、職員又は職員以外の地方公務員等

となったことがある者が退職した場合におけるその者に対する一般の退職手当の

額は、第２条の４から第５条の３まで、第９条から第９条の５まで、条例第１７

号による改正前の第１２条の２第２項及び附則第２１項の規定にかかわらず、そ

の者の退職の日における給料月額に、次に掲げる第１号の割合から第２号の割合

（附則第２１項に規定する職員又は職員以外の地方公務員として在職した後この

条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けて退職をした者

については、当該割合とその者に係る附則第２１項において例による附則第１９

項第２号に掲げる割合とを合計した割合）を控除した割合を乗じて得た額とする。

(1) その者が第２条の４から第５条の３まで、第９条から第９条の５まで及び附

則第６項並びに条例第１７号附則第３項から附則第６項までの規定により計算

した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の

当該給料月額に対する割合

(2) その者が特殊退職をした際に、その際支給を受けたこの条例の規定による退
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職手当又はこれに相当する給与の額の計算の基礎となった勤続期間（当該給与

の額の計算の基礎となるべき勤続期間がその者が在職した地方公共団体等の退

職手当に関する規定において明確に定められていない場合には、当該給与の額

を当該特殊退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に１２を乗じて

得た数（１未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てる。）に相当する

月数）をこの条例の規定により計算した勤続期間とみなした場合のこの条例の

規定による退職手当（附則第１４項の規定の適用を受ける職員及び外地官署所

属職員のうち、第４条（２５年以上勤続して退職した者のうち勤務公署の移転

により退職した者であって任命権者が市長の承認を得て定めるもの以外の者に

係る退職手当に関する部分を除く。）若しくは第５条の規定による退職手当又

はこれに準ずる退職手当にかかる退職（以下「整理退職」という。）に該当す

る特殊退職をした者については、第４条第１項の規定による退職手当）の支給

を受けたものとした場合における当該退職手当の額の当該特殊退職の日におけ

るその者の給料月額に対する割合（特殊退職を２回以上した者については、そ

れぞれの特殊退職にかかる当該割合を合計した割合）

２０ 前項の特殊退職は、次の各号に掲げる退職又は身分の喪失とする。ただし、

第１号から第３号までの退職にあっては、整理退職に該当する退職を除く。

(1) 職員が退職し、かつ、退職の日又はその翌日に再び職員となる場合（職員以

外の地方公務員等が退職し、かつ、退職の日又はその翌日に再び当該退職の日

までその者が属していた地方公共団体等の職員以外の地方公務員等となる場合

を含む。）の退職

(2) 職員又は職員以外の地方公務員等が任命権者の要請を受けて職員又は職員以

外の地方公務員等となるため退職し、かつ、退職の日又はその翌日に職員又は

当該職員以外の地方公務員等となる場合（前号に該当する場合を除く。）の退

職

(3) 附則第１１項各号又は附則第１２項各号（これらの規定を附則第１５項及び

附則第１８項において準用する場合を含む。）の退職

(4) 附則第１４項（附則第１５項において準用する場合を含む。）の退職

(5) 外地官署所属職員又は軍人軍属の身分の喪失

２１ 職員又は職員以外の地方公務員等から引き続いて職員となった者のうち、職
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員としての引き続いた在職期間（その者が当該在職期間中においてたばこ事業法

等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（昭和５９年法律第７１号）第４

条及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備

等に関する法律（昭和５９年法律第８７号）第５条の規定による改正前の国家公

務員等退職手当法（昭和２８年法律第１８２号）第２条に規定する者として在職

した後この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けて退職をした

ことがある場合には、当該退職の日（当該退職を２回以上した者については、そ

のうちの最終の退職の日）以後の職員としての引き続いた在職期間に限る。）中

において、昭和３８年３月３１日までの間に、職員又は職員以外の地方公務員等

として在職した後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給

を受けて退職（整理退職に該当する退職及び特殊退職に該当する退職を除く。）

をし、かつ、退職の日又はその翌日に、職員又は職員以外の地方公務員等となっ

たことがあるものが退職した場合におけるその者に対する一般の退職手当の額に

ついては、附則第１９項の規定の例による。この場合において、第１０条第５項

の規定の適用については、同項ただし書中「退職により」とあるのは、「退職（

条例第１７号による改正前の第１２条の２第１項の退職、附則第２０項の特殊退

職及び附則第２１項に規定する職員又は職員以外の地方公務員等として在職した

後この条例の規定による退職手当又はこれに相当する給与の支給を受けてした退

職を除く。）により」と読み替えるものとする。

５ 昭和６０年３月３１日に日本たばこ産業株式会社法（昭和５９年法律第６９ ２２ 昭和６０年３月３１日に旧専売公社

号）附則第１２条第１項の規定による解散前の日本専売公社の職員として在職し の職員として在職し

ていた者が、引き続いて日本たばこ産業株式会社の職員となり、かつ、引き続き ていた者が、引き続いて日本たばこ産業株式会社の職員となり、かつ、引き続き

日本たばこ産業株式会社の職員として在職した後職員となった場合又は同日に日 日本たばこ産業株式会社の職員として在職した後職員となった場合又は同日に旧

本電信電話株式会社等に関する法律（昭和５９年法律第８５号）附則第４条第１ 日本電信電話公社

項の規定による解散前の日本電信電話公社の職員として在職していた者が、引き の職員として在職していた者が、引き

続いて日本電信電話株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本電信電話株式会 続いて日本電信電話株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本電信電話株式会

社の職員として在職した後職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の 社の職員として在職した後職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の

基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までのたばこ事業法等の施 基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までのたばこ事業法等の施

行に伴う関係法律の整備等に関する法律（昭和５９年法律第７１号）第４条及び 行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第４条及び

日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関 日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関
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する法律（昭和５９年法律第８７号）第５条の規定による改正前の国家公務員等 する法律 第５条の規定による改正前の国家公務員等

退職手当法（昭和２８年法律第１８２号）第２条第２項に規定する職員としての 退職手当法 第２条第２項に規定する職員としての

引き続いた在職期間及び昭和６０年４月１日以後の日本たばこ産業株式会社又は 引き続いた在職期間及び昭和６０年４月１日以後の日本たばこ産業株式会社又は

日本電信電話株式会社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期 日本電信電話株式会社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期

間とみなす。ただし、その者が日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会 間とみなす。ただし、その者が日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会

社を退職したことにより退職手当（これに相当する給付を含む。）の支給を受け 社を退職したことにより退職手当（これに相当する給付を含む。）の支給を受け

ているときは、この限りでない。 ているときは、この限りでない。

６ 昭和６２年３月３１日に日本国有鉄道改革法（昭和６１年法律第８７号）附 ２３ 昭和６２年３月３１日に旧日本国有鉄道

則第２項の規定による廃止前の日本国有鉄道法（昭和２３年法律第２５６号）第

１条の規定により設立された日本国有鉄道（以下この項において「旧日本国有鉄

道」という。）の職員として在職する者が、引き続いて日本国有鉄道改革法第１ の職員として在職する者が、引き続いて日本国有鉄道改革法第１

１条第２項に規定する承継法人であって同条第１項の規定により運輸大臣が指定 １条第２項に規定する承継法人であって同条第１項の規定により運輸大臣が指定

する法人以外のもの又は同法第１５条に規定する日本国有鉄道清算事業団の債務 する法人以外のもの又は同法第１５条に規定する日本国有鉄道清算事業団の債務

等の処理に関する法律（平成１０年法律第１３６号）附則第２条の規定による解 等の処理に関する法律（平成１０年法律第１３６号）附則第２条の規定による解

散前の日本国有鉄道清算事業団（以下この項において「承継法人等」という。） 散前の日本国有鉄道清算事業団（以下この項において「承継法人等」という。）

の職員となり、かつ、引き続き承継法人等の職員として在職した後引き続いて職 の職員となり、かつ、引き続き承継法人等の職員として在職した後引き続いて職

員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算に 員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算に

ついては、その者の同日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び昭和 ついては、その者の同日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び昭和

６２年４月１日以後の承継法人等の職員としての在職期間を職員としての引き続 ６２年４月１日以後の承継法人等の職員としての在職期間を職員としての引き続

いた在職期間とみなす。ただし、その者が承継法人等を退職したことにより退職 いた在職期間とみなす。ただし、その者が承継法人等を退職したことにより退職

手当（これに相当する給付を含む。）の支給を受けているときは、この限りでな 手当（これに相当する給付を含む。）の支給を受けているときは、この限りでな

い。 い。

７ 当分の間、３５年以下の期間勤続して退職した者（川口市職員退職手当支給 ２４ 当分の間、３５年以下の期間勤続して退職した者（条例第１７号

条例の一部を改正する条例（昭和４９年条例第１７号。以下「条例第１７号」と

いう。）附則第３項の規定に該当する者を除く。）に対する退職手当の基本額は、 附則第３項の規定に該当する者を除く。）に対する退職手当の基本額は、

第３条から第５条の３まで及び附則第１７項から第２５項までの規定により計算 第３条から第５条の３まで の規定により計算

した額にそれぞれ１００分の８３．７を乗じて得た額とする。この場合において、 した額にそれぞれ１００分の８３．７を乗じて得た額とする。この場合において、

第９条の５第１項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第７項 」とする。 第９条の５第１項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第２４項」とする。

８ 当分の間、３６年以上４２年以下の期間勤続して退職した者（条例第１７号 ２５ 当分の間、３６年以上４２年以下の期間勤続して退職した者（条例第１７号

附則第４項の規定に該当する者を除く。）で第３条第１項の規定に該当する退職 附則第４項の規定に該当する者を除く。）で第３条第１項の規定に該当する退職
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をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第５条の２及び附則第２０項 をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第５条の２

の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。 の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

９ 当分の間、３５年を超える期間勤続して退職した者（条例第１７号附則第５ ２６ 当分の間、３５年を超える期間勤続して退職した者（条例第１７号附則第５

項の規定に該当する者を除く。）で第５条又は附則第１８項の規定に該当する退 項の規定に該当する者を除く。）で第５条 の規定に該当する退

職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を３５年として附 職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を３５年として附

則第７項 の規定の例により計算して得られる額とする。 則第２４項の規定の例により計算して得られる額とする。

１０・１１ （略） ２７・２８ （略）

１２ 平成１６年３月３１日に国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）附則 ２９ 平成１６年３月３１日に国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）附則

別表 の上欄に掲げる機関（以下「旧機関」という。）の職員として在職する 別表第１の上欄に掲げる機関（以下「旧機関」という。）の職員として在職する

者が、同法附則第４条の規定により引き続いて国立大学法人等（同法第２条第１ 者が、同法附則第４条の規定により引き続いて国立大学法人等（同法第２条第１

項に規定する国立大学法人及び同条第３項に規定する大学共同利用機関法人をい 項に規定する国立大学法人及び同条第３項に規定する大学共同利用機関法人をい

う。以下同じ。）の職員となり、かつ、引き続き国立大学法人等の職員として在 う。以下同じ。）の職員となり、かつ、引き続き国立大学法人等の職員として在

職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎と 職した後引き続いて職員となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎と

なる勤続期間の計算については、その者の国立大学法人等の職員としての引き続 なる勤続期間の計算については、その者の国立大学法人等の職員としての引き続

いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国 いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国

立大学法人等を退職したことにより退職手当（これに相当する給付を含む。）の 立大学法人等を退職したことにより退職手当（これに相当する給付を含む。）の

支給を受けているときは、この限りでない。 支給を受けているときは、この限りでない。

１３～１５ （略） ３０～３２ （略）

１６ 令和７年３月３１日以前に退職した職員に対する第１５条第１０項及び第１ ３３ 令和４年３月３１日以前に退職した職員に対する第１５条第１０項及び第１

６項の規定の適用については、同条第１０項中「第２８条まで」とあるのは「第 ６項の規定の適用については、同条第１０項中「第２８条まで」とあるのは「第

２８条まで及び附則第５条」と、同項第２号ア中「認めたもの」とあるのは「認 ２８条まで及び附則第５条」と、同項第２号ア中「認めたもの」とあるのは「認

めたもの又は雇用保険法附則第５条第１項に規定する地域内に居住し、かつ、市 めたもの又は雇用保険法附則第５条第１項に規定する地域内に居住し、かつ、市

長が同法第２４条の２第１項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するた 長が同法第２４条の２第１項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するた

めに必要な職業安定法第４条第４項に規定する職業指導を行うことが適当である めに必要な職業安定法第４条第４項に規定する職業指導を行うことが適当である

と認めたもの」と、同条第１６項中「及び前項」とあるのは「、前項及び附則第 と認めたもの」と、同条第１６項中「及び前項」とあるのは「、前項及び附則第

１６項の規定により読み替えて適用する第１０項」とする。 ３２項の規定により読み替えて適用する第１０項」とする。

１７ 当分の間、第４条第１項の規定は、１１年以上２５年未満の期間勤続した者

であって、６０歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者（定年

の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第２項の規定に該当する者を除く。

）に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第３条の規定
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の適用については、同条第１項中「又は第５条」とあるのは、「、第５条又は附

則第１７項」とする。

１８ 当分の間、第５条第１項の規定は、２５年以上の期間勤続した者であって、

６０歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者（定年の定めのな

い職を退職した者及び同項又は同条第２項の規定に該当する者を除く。）に対す

る退職手当の基本額について準用する。この場合における第３条の規定の適用に

ついては、同条第１項中「又は第５条」とあるのは、「、第５条又は附則第１８

項」とする。

１９ 前２項の規定は、医師及び歯科医師が退職した場合に支給する退職手当の基

本額については適用しない。

２０ 川口市職員の給与に関する条例附則第２０項の規定による職員の給料月額の

改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

２１ 当分の間、第４条第１項に規定する者（１１年以上２５年未満の期間勤続し

て退職した者（その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任

命権者が市長の承認を得たものに限る。）に限る。）及び第５条第１項に規定す

る者（２５年以上勤続して退職した者（その者の非違によることなく勧奨を受け

て退職した者又は勤務公署の移転により退職した者であって任命権者が市長の承

認を得たものに限る。）に限る。）に対する第５条の３及び第９条の３の規定の

適用については、第５条の３中「定年退職日」とあるのは「定年退職日（医師及

び歯科医師以外の者（川口市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の

条例（令和４年条例第 号）第１条の規定による改正前の川口市職員の定年等

に関する条例（昭和５９年条例第７号）第３条本文の適用を受けていた者であっ

て医師及び歯科医師に該当する職員を含む。第９条の３において同じ。）にあっ

ては、その者が６０歳に達する日以後における最初の３月３１日）」と、同条の

表及び第９条の３の表中「定年」とあるのは「定年（医師及び歯科医師以外の者

にあっては、６０歳）」とする。

２２ 当分の間、第４条第１項に規定する者（１１年以上２５年未満の期間勤続し

て退職した者（その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任

命権者が市長の承認を得たものに限る。）に限る。）及び第５条第１項に規定す

る者（２５年以上勤続して退職した者（その者の非違によることなく勧奨を受け
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て退職した者又は勤務公署の移転により退職した者であって任命権者が市長の承

認を得たものに限る。）に限る。）（医師及び歯科医師以外の者（川口市職員の

定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和４年条例第 号）第１

条の規定による改正前の川口市職員の定年等に関する条例（昭和５９年条例第７

号）第３条本文の適用を受けていた者であって医師及び歯科医師に該当する職員

を含む。附則第２４項及び第２５項において同じ。）に限る。）（市長が別に定

める者を除く。）に対する第５条の３の規定の適用については、同条中「から１

年前まで」とあるのは、「まで」とする。

２３ 当分の間、第４条第１項に規定する者（１１年以上２５年未満の期間勤続し

て退職した者（その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任

命権者が市長の承認を得たものに限る。）に限る。）及び第５条第１項に規定す

る者（２５年以上勤続して退職した者（地方公務員法第２８条の６第１項の規定

により退職した者（同法第２８条の７第１項の期限又は同条第２項の規定により

延長された期限の到来により退職した者を含む。）若しくはこれに準ずる他の法

令の規定により退職した者又は法律の規定に基づく任期を終えて退職した者に限

る。）を除く。）に対する第５条の３の規定の適用については、同条中「定年か

ら２０年」とあるのは、「定年（医師及び歯科医師以外の者（川口市職員の定年

等に関する条例等の一部を改正する等の条例（令和４年条例第 号）第１条の

規定による改正前の川口市職員の定年等に関する条例（昭和５９年条例第７号）

第３条本文の適用を受けていた者であって医師及び歯科医師に該当する職員を含

む。）にあっては、６０歳）から１５年」とする。

２４ 当分の間、第５条第１項に規定する者（職制若しくは定数の改廃若しくは予

算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者であって任命権

者が市長の承認を得たもの又は公務上の傷病又は死亡により退職した者に限る。

）であって医師及び歯科医師以外の者が６０歳に達する日前に退職した場合にお

ける第５条の３及び第９条の３の規定の適用については、第５条の３の表及び第

９条の３の表中「１００分の３」とあるのは、「６０歳と退職の日におけるその

者の年齢との差に相当する年数に１００分の３を乗じて得た割合を退職の日にお

いて定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に

相当する年数で除して得た割合」とする。
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２５ 当分の間、第５条第１項に規定する者（職制若しくは定数の改廃若しくは予

算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者であって任命権

者が市長の承認を得たもの又は公務上の傷病又は死亡により退職した者に限る。

）であって医師及び歯科医師以外の者が６０歳に達した日以後に退職した場合に

おける第５条の３及び第９条の３の規定の適用については、第５条の３の表及び

第９条の３の表中「１００分の３」とあるのは、「１００分の２を退職の日にお

いて定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に

相当する年数で除して得た割合」とする。
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○ 川口市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例（昭和４９年条例第１７号）（附則第５項関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

附 則 附 則

１・２ （略） １・２ （略）

（長期勤続者等に対する退職手当に係る特例） （長期勤続者等に対する退職手当に係る特例）

３ 適用日に在職する職員（適用日に第１条による改正前の川口市職員退職手当支 ３ 適用日に在職する職員（適用日に第１条による改正前の川口市職員退職手当支

給条例（以下「改正前の条例」という。）第１２条の２第１項に規定する公庫等 給条例（以下「改正前の条例」という。）第１２条の２第１項に規定する公庫等

職員（以下「指定法人職員」という。）として在職する者のうち、適用日前に職 職員（以下「指定法人職員」という。）として在職する者のうち、適用日前に職

員から引き続いて指定法人職員となった者又は適用日に職員以外の地方公務員等 員から引き続いて指定法人職員となった者又は適用日に職員以外の地方公務員等

として在職する者で、指定法人職員又は職員以外の地方公務員等として在職した として在職する者で、指定法人職員又は職員以外の地方公務員等として在職した

後引き続いて職員となったものを含む。次項及び附則第５項において同じ。）の 後引き続いて職員となったものを含む。次項及び附則第５項において同じ。）の

うち、平成８年４月１日以後に川口市職員退職手当支給条例（昭和３７年条例第 うち、平成８年４月１日以後に川口市職員退職手当支給条例（昭和３７年条例第

６８号。以下この項から第６項までにおいて「退職手当条例」という。）第３条 ６８号。以下この項から第６項までにおいて「退職手当条例」という。）第３条

から第５条まで又は附則第１７項若しくは第１８項の規定に該当する退職をし、 から第５条まで の規定に該当する退職をし、

かつ、その勤続期間が３５年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の かつ、その勤続期間が３５年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の

間、退職手当条例第３条から第５条の３まで及び附則第１７項から第２５項まで 間、退職手当条例第３条から第５条の３まで

の規定により計算した額にそれぞれ１００分の８３．７を乗じて得た額とする。 の規定により計算した額にそれぞれ１００分の８３．７を乗じて得た額とする。

４ 適用日に在職する職員のうち、平成８年４月１日以後に退職手当条例第３条第 ４ 適用日に在職する職員のうち、平成８年４月１日以後に退職手当条例第３条第

１項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が３６年以上４２年以下で １項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が３６年以上４２年以下で

ある者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同項又は退職手当条例第５条の ある者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同項又は退職手当条例第５条の

２及び附則第２０項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額 ２ の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額

とする。 とする。

５ 適用日に在職する職員のうち、平成８年４月１日以後に退職手当条例第５条又 ５ 適用日に在職する職員のうち、平成８年４月１日以後に退職手当条例第５条

は附則第１８項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が３５年を超え の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が３５年を超え

る者に対する退職手当の基本額は、当分の間、その者の勤続期間を３５年として る者に対する退職手当の基本額は、当分の間、その者の勤続期間を３５年として

この条例附則第３項の規定の例により計算して得られる額とする。 この条例附則第３項の規定の例により計算して得られる額とする。
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６ 川口市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例（令和４年条例第 号） ６ 退職手当条例附則第６項

による改正前の退職手当条例（以下この項において「令和４年旧条例」という。

）附則第６項の規定の適用を受ける職員で附則第３項から前項までの規定に該当 の規定の適用を受ける職員で附則第３項から前項までの規定に該当

するものに対する退職手当の額は、令和４年旧条例第２条の４から第５条の３ま するものに対する退職手当の額は、退職手当条例 第２条の４から第５条の３ま

で、第９条から第９条の５まで及び附則第６項並びにこの条例附則第３項から前 で、第９条から第９条の５まで及び附則第６項並びにこの条例附則第３項から前

項まで又は次項 の規定にかかわらず、その者につき改正前の条例の規定に 項まで又は附則第７項の規定にかかわらず、その者につき改正前の条例の規定に

より計算した退職手当の額と令和４年旧条例及び附則第３項から前項までの規定 より計算した退職手当の額と退職手当条例 及び附則第３項から前項までの規定

により計算した退職手当の額とのいずれか多い額とする。 により計算した退職手当の額とのいずれか多い額とする。

７～９ （略） ７～９ （略）
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○ 川口市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例（平成１６年条例第２３号）（附則第６項関係）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

附 則 附 則

１～１１ （略） １～１１ （略）

１２ 当分の間、４２年を超える期間勤続して退職した者で川口市職員退職手当支 １２ 当分の間、４２年を超える期間勤続して退職した者で川口市職員退職手当支

給条例第３条第１項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額 給条例第３条第１項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額

は、同項の規定にかかわらず、その者が同条例第５条の規定に該当する退職をし は、同項の規定にかかわらず、その者が同条例第５条の規定に該当する退職をし

たものとし、かつ、その者の勤続期間を３５年として同条例附則第７項 の規定 たものとし、かつ、その者の勤続期間を３５年として同条例附則第２４項の規定

の例により計算して得られる額とする。 の例により計算して得られる額とする。

１３ （略） １３ （略）
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議案第 ９４号参考資料

川口市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市病院事業の設置等に関する条例（昭和４１年条例第６３号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（施設） （施設）

第４条 診療保健施設は、次のとおりとする。 第４条 診療保健施設は、次のとおりとする。

名 称 位 置 診 療 科 目 病床数 名 称 位 置 診 療 科 目 病床数

川口市立医 （略） 内科、消化器内科、血液内科、脳神経内 一般病 川口市立医 （略） 内科、消化器内科、血液内科、脳神経内 一般病
療センター 科、呼吸器内科、腎臓内科、糖尿病内分 床 ５ 療センター 科、呼吸器内科、腎臓内科、糖尿病内分 床 ５

泌内科、循環器科、小児科、精神科、外 １０床 泌内科、循環器科、小児科、精神科、外 ３９床
科、消化器外科、乳腺外科、呼吸器外科、 科、消化器外科、乳腺外科、呼吸器外科、
小児外科、脳神経外科、整形外科、形成 小児外科、脳神経外科、整形外科、形成
外科、心臓血管外科、産婦人科、眼科、 外科、心臓血管外科、産婦人科、眼科、
耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、放射線 耳鼻咽喉科、皮膚科、泌尿器科、放射線
科、麻酔科、歯科口腔外科、リハビリテ 科、麻酔科、歯科口腔外科、リハビリテ
ーション科、病理診断科、緩和ケア内科 ーション科、病理診断科

（略） （略）
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議案第 ９５号参考資料

川口市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例（平成７年条例第１４号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（委員会の設置） （委員会の設置）

第１３条の２ 法第８条の２第１項第２号（法第９条第２項において準用する場合 第１３条の２ 法第８条の２第１項第２号（第９条第２項 において準用する場合

を含む。）及び 第１５条の２第１項第２号（法第１５条の２の６第２項におい を含む。）及び法第１５条の２第１項第２号（第１５条の２の６第２項 におい

て準用する場合を含む。）に掲げる事項その他廃棄物処理施設に関し必要な事項 て準用する場合を含む。）に掲げる事項その他廃棄物処理施設に関し必要な事項

について調査審議するため、川口市廃棄物処理施設専門委員会（以下「委員会」 について調査審議するため、川口市廃棄物処理施設専門委員会（以下「委員会」

という。）を置く。 という。）を置く。

（報告の徴収） （報告の徴収）

第５３条 市長は、法第１８条第１項に規定するもののほか、この条例の施行に必 第５３条 市長は、法第１８条 に規定するもののほか、この条例の施行に必

要な限度において、占有者その他必要と認める者に対し、必要な報告を求めるこ 要な限度において、占有者その他必要と認める者に対し、必要な報告を求めるこ

とができる。 とができる。

別表第１（第３５条、第３６条関係） 別表第１（第３５条、第３６条関係）

１ 廃棄物処理手数料 １ 廃棄物処理手数料

処分に関する 処分に関する
収集及び 収集及び

種別 取 扱 区 分 単 位 運搬に関 備 考 種別 取 扱 区 分 単 位 運搬に関 備 考
手数料 手数料

する手数料 する手数料

（略） （略）

（略） （略）その 家庭 その 家庭

他の 系廃 他の 系廃

廃棄 棄物 廃棄 棄物

物 物

市の処理施設に搬入され 重量１０キ １００円 重量が１０キログ 市の処理施設に搬入され 重量１００ ３０円 １０キログラム未

るもの（特定処理廃棄物 ログラムに ラム未満の場合は るもの（特定処理廃棄物 キログラム 満の端数があると
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を除く。） つき １０キログラムに を除く。） を超える場 きは、これを四捨

切り上げるものと 合その超え 五入するものとす

事業系一般廃棄物及び一般廃棄 重量１０キ ２２０円 し、重量が１０キ るもの１０ る。

物と併せて処理する産業廃棄物 ログラムに ログラム以上の場 キログラム

つき 合は１０キログラ につき

ム未満の端数を四
捨五入するものと 事業系一般廃棄物及び一般廃棄 重量１０キ ２２０円
する。 物と併せて処理する産業廃棄物 ログラムに

つき

２ （略） ２ （略）
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議案第 ９６号参考資料

川口市建築基準法等関係事務手数料条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○ 川口市建築基準法等関係事務手数料条例（平成１１年条例第５２号）

（下線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（建築基準法に基づく市長への申請に係る手数料の額等） （建築基準法に基づく市長への申請に係る手数料の額等）

第３条 法に基づき市長に許可、認定等の申請をしようとする者は、次に定めると 第３条 法に基づき市長に許可、認定等の申請をしようとする者は、次に定めると

ころにより市に手数料を納付しなければならない。 ころにより市に手数料を納付しなければならない。

(1) 法第７条の６第１項第１号又は 第１８条第２４項第１号（法第８７条の４ (1) 法第７条の６第１項第１号又は法第１８条第２４項第１号（法第８７条の４

又は第８８条第１項若しくは第２項において準用する場合を含む。）の規定に 又は第８８条第１項若しくは第２項において準用する場合を含む。）の規定に

基づく検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 基づく検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料

１件につき １２０，０００円 １件につき １２０，０００円

(2) ～(31) （略） (2) ～(31) （略）

(32) 法第８５条第６項の規定に基づく仮設興行場等建築許可申請手数料 同 (32) 法第８５条第５項の規定に基づく仮設興行場等建築許可申請手数料 同

１２０，０００円 １２０，０００円

(33) 法第８５条第７項の規定に基づく特別仮設興行場等建築許可申請手数料 (33) 法第８５条第６項の規定に基づく特別仮設興行場等建築許可申請手数料

同 １６０，０００円 同 １６０，０００円

(34)～(46) （略） (34)～(46) （略）

(47) 法第８７条の３第６項の規定に基づく用途の変更による興行場等の使用許 (47) 法第８７条の３第５項の規定に基づく用途の変更による興行場等の使用許

可申請手数料 同 １２０，０００円 可申請手数料 同 １２０，０００円

(48) 法第８７条の３第７項の規定に基づく用途の変更による特別興行場等の使 (48) 法第８７条の３第６項の規定に基づく用途の変更による特別興行場等の使

用許可申請手数料 同 １６０，０００円 用許可申請手数料 同 １６０，０００円

（長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基づく認定等の申請に係る手 （長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基づく認定等の申請に係る手

数料の額等） 数料の額等）

第５条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（以下この条において「法」とい 第５条 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（以下この条において「法」とい

う。）に基づき市長に認定又は承認の申請をしようとする者は、次に定めるとこ う。）に基づき市長に認定又は承認の申請をしようとする者は、次に定めるとこ

ろにより市に手数料を納付しなければならない。 ろにより市に手数料を納付しなければならない。
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(1) ・(2) （略） (1) ・(2) （略）

(3) 法第５条第６項及び第７項の規定に基づく同条第６項に規定する長期優良住

宅維持保全計画（以下「長期優良住宅維持保全計画」という。）の認定申請手

数料

ア 確認書等が添付されているもの １件につき 別表第２の２（ア）の欄に

掲げる住宅の種類及び床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表（イ）の欄

に定める額

イ 確認書等が添付されていないもの １件につき 別表第２の２（ア）の欄

に掲げる住宅の種類及び床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表（ウ）の

欄に定める額

(4) ・(5) （略） (3) ・(4) （略）

(6) 法第８条第１項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の変更認定申請手

数料

ア 確認書等が添付されているもの １件につき 別表第２の２（ア）の欄に

掲げる住宅の種類及び床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表（イ）の欄

に定める額に２分の１を乗じて得た額

イ 確認書等が添付されていないもの １件につき 別表第２の２（ア）の欄

に掲げる住宅の種類及び床面積の合計の区分に応じ、それぞれ同表（ウ）の

欄に定める額に２分の１を乗じて得た額

(7) （略） (5) （略）

(8) 法第１０条の規定に基づく 地位の承 (6) 法第１０条の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定を受けた地位の承

継の承認申請手数料 １件につき ２，２００円 継の承認申請手数料 １件につき ２，２００円

(9) （略） (7) （略）

２ 前項第１号、第３号、第４号及び第６号に規定する床面積の合計は、当該申請 ２ 前項第１号及び第３号 に規定する床面積の合計は、当該申請

に係る住宅が属する１の建築物の延べ面積とする。 に係る住宅が属する１の建築物の延べ面積とする。

（手数料の減免） （手数料の減免）

第１１条 次に掲げる場合には、第２条第１項（同項第１号から第３号までの規定 第１１条 次に掲げる場合には、第２条第１項（同項第１号から第３号までの規定

を適用して第５条第１項第２号及び第５号、第６条第１項第２号及び第４号並び を適用して第５条第１項第２号及び第４号、第６条第１項第２号及び第４号並び

に第７条第１項第４号及び第６号において算定する場合を含む。次項及び第４項 に第７条第１項第４号及び第６号において算定する場合を含む。次項及び第４項
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において同じ。）、第３条、第８条及び第９条に規定する手数料を免除すること において同じ。）、第３条、第８条及び第９条に規定する手数料を免除すること

ができる。 ができる。

(1) ～(3) （略） (1) ～(3) （略）

２～４ （略） ２～４ （略）

別表第２の２（第５条関係）

（略）
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